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四
二
九

市
・
区
長
選
挙
素
描

│
二
〇
〇
九
年
市
・
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て

│
秋　
　

山　
　

和　
　

宏

二
〇
〇
九
年
の
一
年
間
に
全
国
の
市
及
び
東
京
都
の
区
部
レ
ベ
ル
に
お
い
て
二
六
四
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
（
表
1
）。

こ
れ
ら
を
人
口
規
模
（
1
）

で
分
け
る
と
、
本
年
も
例
年
通
り
「
五
万
人
以
上
一
〇
万
人
未
満
」
が
全
体
の
三
割
（
三
〇
・
七
％
）
を
占
め
て
最

も
多
く
、
次
い
で
、「
三
万
人
以
上
五
万
人
未
満
」（
二
七
・
七
％
）、「
一
〇
万
人
以
上
二
〇
万
人
未
満
」（
二
〇
・
一
％
）
の
順
と
な
っ
て
い

た
（
表
2
）。
そ
の
他
の
「
三
万
人
未
満
」（
七
・
二
％
）、「
三
〇
万
人
以
上
五
〇
万
人
未
満
」（
五
・
七
％
）、「
二
〇
万
人
以
上
三
〇
万
人
未
満
」

（
四
・
九
％
）、「
五
〇
万
人
以
上
」（
三
・
八
％
）
は
い
ず
れ
も
一
割
以
下
で
あ
っ
た
。

選
挙
事
由
と
し
て
は
一
昨
年
「
合
併
に
よ
る
新
市
誕
生
」
が
一
段
落
し
た
こ
と
で
、
本
年
も
大
半
が
「
任
期
満
了
」
と
い
う
本
来
の
か

た
ち
を
踏
襲
し
た
（
二
〇
〇
四
年
六
七
・
九
％
、
二
〇
〇
五
年
三
九
・
二
％
、
二
〇
〇
六
年
五
六
・
四
％
、
二
〇
〇
七
年
九
〇
・
二
％
、
二
〇
〇
八
年

九
二
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
九
四
・
七
％
）。
そ
の
他
は
、
市
長
の
「
辞
職
」
九
、
市
長
の
「
失
職
」
五
、「
死
去
」
二
と
な
っ
て
い
た
。「
辞
職
」
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表 1　2009年に実施された市・区長選挙
番号 月　日 市・区 県名 番号 月　日 市・区 県名
1 1 月11日 臼 杵 大 分 45 3 月29日 赤 磐 岡 山
2 1 月18日 十 和 田 青 森 46 4 月 5 日 潟 上 秋 田
3 1 月18日 伊 勢 崎 群 馬 47 4 月 5 日 大 仙 秋 田
4 1 月18日 岐 阜 岐 阜 48 4 月 5 日 小 平 東 京
5 1 月18日 菊 川 静 岡 49 4 月 5 日 山 梨 山 梨
6 1 月18日 小 松 島 徳 島 50 4 月 5 日 鳥 羽 三 重
7 1 月18日 山 鹿 熊 本 51 4 月 5 日 伊 丹 兵 庫
8 1 月18日 西 都 宮 崎 52 4 月 5 日 真 庭 岡 山
9 1 月25日 川 越 埼 玉 53 4 月 5 日 三 原 広 島
10 1 月25日 岩 倉 愛 知 54 4 月 5 日 豊 前 福 岡
11 1 月25日 松 阪 三 重 55 4 月 5 日 う き は 福 岡
12 1 月25日 高 島 滋 賀 56 4 月 5 日 諫 早 長 崎
13 1 月25日 大 洲 愛 媛 57 4 月 5 日 豊 後 高 田 大 分
14 1 月25日 唐 津 佐 賀 58 4 月12日 登 米 宮 城
15 1 月25日 宮 古 島 沖 縄 59 4 月12日 栗 原 宮 城
16 2 月 1 日 那 須 塩 原 栃 木 60 4 月12日 東 松 島 宮 城
17 2月 1 日 能 美 石 川 61 4 月12日 秋 田 秋 田
18 2 月 1 日 御 殿 場 静 岡 62 4 月12日 男 鹿 秋 田
19 2 月 1 日 亀 山 三 重 63 4 月12日 湯 沢 秋 田
20 2 月 1 日 南 あ わ じ 兵 庫 64 4 月12日 由 利 本 荘 秋 田
21 2 月 1 日 宇 城 熊 本 65 4 月12日 北 秋 田 秋 田
22 2 月 1 日 西 之 表 鹿 児 島 66 4 月12日 郡 山 福 島
23 2 月 1 日 千 代 田 区 東 京 67 4 月12日 坂 東 茨 城
24 2 月 8 日 西 東 京 東 京 68 4 月12日 稲 敷 茨 城
25 2 月 8 日 柏 原 大 阪 69 4 月12日 佐 野 栃 木
26 2 月 8 日 今 治 愛 媛 70 4 月12日 太 田 群 馬
27 2 月 8 日 福 津 福 岡 71 4 月12日 秩 父 埼 玉
28 2 月 8 日 浦 添 沖 縄 72 4 月12日 桶 川 埼 玉
29 2 月15日 つ が る 青 森 73 4 月12日 日 野 東 京
30 2 月15日 白 山 石 川 74 4 月12日 糸 魚 川 新 潟
31 2 月15日 東 近 江 滋 賀 75 4 月12日 大 垣 岐 阜
32 2 月22日 上 野 原 山 梨 76 4 月12日 海 津 岐 阜
33 2 月22日 米 原 滋 賀 77 4 月12日 袋 井 静 岡
34 2 月22日 阿 蘇 熊 本 78 4 月12日 海 南 和 歌 山
35 3 月 1 日 朝 霞 埼 玉 79 4 月12日 出 雲 島 根
36 3 月 1 日 鴨 川 千 葉 80 4 月12日 新 見 岡 山
37 3 月 1 日 柳 井 山 口 81 4 月12日 備 前 岡 山
38 3 月 8 日 美 馬 徳 島 82 4 月12日 美 作 岡 山
39 3 月15日 下 関 山 口 83 4 月12日 庄 原 広 島
40 3 月15日 小 城 佐 賀 84 4 月12日 長 門 山 口
41 3 月22日 萩 山 口 85 4 月12日 伊 予 愛 媛
42 3 月29日 田 村 福 島 86 4 月12日 柳 川 福 岡
43 3 月29日 羽 村 東 京 87 4 月12日 菊 池 熊 本
44 3 月29日 小 松 石 川 88 4 月12日 佐 伯 大 分
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番号 実施月日 市・区 都道府県 番号 実施月日 市・区 都道府県
89 4 月12日 竹 田 大 分 134 5 月24日 島 田 静 岡
90 4 月12日 宇 佐 大 分 135 5 月24日 土 佐 清 水 高 知
91 4 月12日 豊 後 大 野 大 分 136 5 月31日 松 原 大 阪
92 4 月19日 青 森 青 森 137 5 月31日 阿 久 根 鹿 児 島
93 4 月19日 石 巻 宮 城 138 6 月 7 日 紋 別 北 海 道
94 4 月19日 筑 西 茨 城 139 6 月 7 日 志 木 埼 玉
95 4 月19日 さ く ら 栃 木 140 6 月 7 日 半 田 愛 知
96 4 月19日 富 山 富 山 141 6 月 7 日 大 和 郡 山 奈 良
97 4 月19日 佐 久 長 野 142 6 月14日 千 葉 千 葉
98 4 月19日 磐 田 静 岡 143 6 月14日 加 須 埼 玉
99 4 月19日 掛 川 静 岡 144 6 月14日 三 浦 神 奈 川
100 4 月19日 伊 豆 の 国 静 岡 145 6 月14日 和 泉 大 阪
101 4 月19日 東 海 愛 知 146 6 月21日 船 橋 千 葉
102 4 月19日 豊 岡 兵 庫 147 6 月21日 国 分 寺 東 京
103 4 月19日 宝 塚 兵 庫 148 6 月21日 門 真 大 阪
104 4 月19日 朝 来 兵 庫 149 6 月28日 宮 古 岩 手
105 4 月19日 米 子 鳥 取 150 6 月28日 鹿 角 秋 田
106 4 月19日 松 江 島 根 151 6 月28日 横 須 賀 神 奈 川
107 4 月19日 山陽小野田 山 口 152 6 月28日 西 尾 愛 知
108 4 月19日 阿 波 徳 島 153 6 月28日 宇 部 山 口
109 4 月19日 丸 亀 香 川 154 7 月 5 日 北 広 島 北 海 道
110 4 月19日 八 幡 浜 愛 媛 155 7 月 5 日 大 川 福 岡
111 4 月19日 小 郡 福 岡 156 7 月12日 高 岡 富 山
112 4 月19日 西 海 長 崎 157 7 月12日 奈 良 奈 良
113 4 月19日 う る ま 沖 縄 158 7 月12日 瀬 戸 内 岡 山
114 4 月26日 名 古 屋 愛 知 159 7 月12日 中 間 福 岡
115 4 月26日 足 利 栃 木 160 7 月19日 旭 千 葉
116 4 月26日 真 岡 栃 木 161 7 月19日 清 須 愛 知
117 4 月26日 十 日 町 新 潟 162 7 月26日 仙 台 宮 城
118 4 月26日 各 務 原 岐 阜 163 7 月26日 飯 能 埼 玉
119 4 月26日 愛 西 愛 知 164 7 月26日 草 加 埼 玉
120 4 月26日 彦 根 滋 賀 165 7 月26日 尾 鷲 三 重
121 4 月26日 淡 路 兵 庫 166 7 月26日 曽 於 鹿 児 島
122 4 月26日 田 辺 和 歌 山 167 8 月16日 安 芸 高 知
123 4 月26日 四 万 十 高 知 168 8 月23日 美 濃 加 茂 岐 阜
124 4 月26日 日 南 宮 崎 169 8 月23日 多 久 佐 賀
125 5 月 3 日 宍 粟 兵 庫 170 8 月23日 八 代 熊 本
126 5 月10日 常 陸 太 田 茨 城 171 8 月30日 横 浜 神 奈 川
127 5 月10日 日 置 鹿 児 島 172 8 月30日 村 山 山 形
128 5 月17日 川 口 埼 玉 173 8 月30日 久 喜 埼 玉
129 5 月17日 和 光 埼 玉 174 8 月30日 八 潮 埼 玉
130 5 月17日 銚 子 千 葉 175 8 月30日 高 浜 愛 知
131 5 月17日 坂 出 香 川 176 8 月30日 城 陽 京 都
132 5 月24日 さ い た ま 埼 玉 177 8 月30日 宇 和 島 愛 媛
133 5 月24日 伊 東 静 岡 178 8 月30日 大 野 城 福 岡
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番号 実施月日 市・区 都道府県 番号 実施月日 市・区 都道府県
179 9 月 6 日 胎 内 新 潟 222 10月25日 鶴 ケ 島 埼 玉
180 9 月13日 岡 山 岡 山 223 10月25日 ふ じ み 野 埼 玉
181 9 月13日 士 別 北 海 道 224 10月25日 鎌 倉 神 奈 川
182 9 月13日 い わ き 福 島 225 10月25日 上 越 新 潟
183 9 月13日 行 方 茨 城 226 10月25日 長 野 長 野
184 9 月13日 渋 川 群 馬 227 10月25日 新 宮 和 歌 山
185 9 月13日 大 洲 愛 媛 228 10月25日 大 田 島 根
186 9 月27日 堺 大 阪 229 10月25日 玉 名 熊 本
187 9 月27日 八 幡 平 岩 手 230 11月 1 日 那 須 烏 山 栃 木
188 9 月27日 知 多 愛 知 231 11月 1 日 柏 千 葉
189 9 月27日 前 原 福 岡 232 11月 1 日 新 城 愛 知
190 9 月27日 杵 築 大 分 233 11月 1 日 熊 野 三 重
191 10月 4 日 一 関 岩 手 234 11月 1 日 倉 吉 鳥 取
192 10月 4 日 古 河 茨 城 235 11月 1 日 雲 仙 長 崎
193 10月 4 日 武 蔵 野 東 京 236 11月 8 日 酒 田 山 形
194 10月11日 遠 野 岩 手 237 11月 8 日 福 島 福 島
195 10月11日 鶴 岡 山 形 238 11月 8 日 神 栖 茨 城
196 10月11日 桜 川 茨 城 239 11月 8 日 都 留 山 梨
197 10月11日 越 前 福 井 240 11月 8 日 甲 州 山 梨
198 10月11日 安 曇 野 長 野 241 11月 8 日 呉 広 島
199 10月11日 玉 野 岡 山 242 11月 8 日 山 口 山 口
200 10月11日 鳴 門 徳 島 243 11月 8 日 観 音 寺 香 川
201 10月12日 え び の 宮 崎 244 11月 8 日 いちき串木野 鹿 児 島
202 10月18日 横 手 秋 田 245 11月 9 日 葛 飾 区 東 京
203 10月18日 鉾 田 茨 城 246 11月15日 恵 庭 北 海 道
204 10月18日 春 日 部 埼 玉 247 11月15日 射 水 富 山
205 10月18日 加 賀 石 川 248 11月15日 尾 張 旭 愛 知
206 10月18日 牧 之 原 静 岡 249 11月15日 伊 勢 三 重
207 10月18日 西 脇 兵 庫 250 11月15日 紀 の 川 和 歌 山
208 10月18日 た つ の 兵 庫 251 11月15日 筑 後 福 岡
209 10月18日 天 理 奈 良 252 11月15日 霧 島 鹿 児 島
210 10月18日 浜 田 島 根 253 11月15日 南 さ つ ま 鹿 児 島
211 10月18日 佐 賀 佐 賀 254 11月22日 二 本 松 福 島
212 10月18日 平 戸 長 崎 255 11月22日 奄 美 鹿 児 島
213 10月18日 由 布 大 分 256 11月29日 市 川 千 葉
214 10月25日 川 崎 神 奈 川 257 11月29日 い す み 千 葉
215 10月25日 神 戸 兵 庫 258 11月29日 岸 和 田 大 阪
216 10月25日 八 戸 青 森 259 12月13日 日 高 埼 玉
217 10月25日 に か ほ 秋 田 260 12月20日 相 馬 福 島
218 10月25日 仙 北 秋 田 261 12月20日 龍 ケ 崎 茨 城
219 10月25日 石 岡 茨 城 262 12月20日 東 久 留 米 東 京
220 10月25日 熊 谷 埼 玉 263 12月20日 富 士 静 岡
221 10月25日 越 谷 埼 玉 264 12月20日 竹 原 広 島
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四
三
三

理
由
の
内
の
「
病
気
や
健
康
上
の
理
由
」
一
（
瀬
戸
内
）
や
「
政
治
的
・
政
策
的
判
断
か
ら
の
辞

職
」
四
（
岐
阜
、
横
浜
、
倉
吉
、
奄
美
（
2
）

）
は
止
む
を
得
な
い
が
、「
引
責
辞
職
」
は
贈
収
賄
事
件
や

不
正
へ
の
関
与
に
よ
る
も
の
だ
け
に
、
一
年
間
に
四
件
（
3
）

も
発
生
し
た
こ
と
は
大
い
に
問
題
で
あ

る
。
市
長
の
「
死
去
」
は
渋
川
（
群
馬
）、
鳴
門
（
徳
島
）
に
見
ら
れ
た
。「
新
設
合
併
」
は
ゼ
ロ

で
あ
っ
た
。

一　

候
補
者

二
〇
〇
九
年
に
実
施
さ
れ
た
二
六
四
の
市
・
区
長
選
挙
へ
の
立
候
補
者
は
総
数
五
九
一
人
で

あ
っ
た
。
一
選
挙
当
た
り
の
候
補
者
数
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
二
〇
〇
四
年
に
二
・
一
人
に
急
減

し
た
の
を
除
き
、
二
・
三
〜
二
・
四
人
で
推
移
し
て
来
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
昨
年
（
二
・
二
九
人
）、

本
年
（
二
・
二
四
人
）
と
二
・
三
人
を
割
り
、
若
干
減
少
傾
向
を
見
て
取
れ
る
。
選
挙
ご
と
の
人
数

で
は
（
表
3
）、
例
年
通
り
全
体
の
四
〜
五
割
台
を
占
め
る
「
二
人
」
が
最
も
多
か
っ
た
（
二
〇
〇
〇

年
四
二
・
六
％
、
二
〇
〇
一
年
四
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
四
一
・
四
％
、
二
〇
〇
三
年
五
一
・
四
％
、
二
〇
〇
四

年
四
二
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
四
四
・
六
％
、
二
〇
〇
六
年
四
〇
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
四
四
・
一
％
、
二
〇
〇
八

年
四
二
・
六
％
、
二
〇
〇
九
年
四
二
・
〇
％
）。
次
は
二
割
台
の
「
三
人
」
と
「
一
人
」
で
あ
る
が
、
順

位
は
年
に
よ
っ
て
異
な
る
。
本
年
は
「
一
人
」（
二
〇
〇
四
年
二
八
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
二
〇
・
五
％
、

二
〇
〇
六
年
二
二
・
七
％
、
二
〇
〇
七
年
一
八
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
二
一
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
二
四
・
六
％
）

表 2　人口規模別市・区長選挙数

人口規模 市・区数
3万人未満 19

3 万人以上～ 5万人未満 73
5 万人以上～ 10万人未満 81
10万人以上～ 20万人未満 53
20万人以上～ 30万人未満 13
30万人以上～ 50万人未満 15

50万人以上 10
合　計 264



四
三
四

が
「
三
人
」（
同
二
三
・
八
％
、
二
五
・
二
％
、
二
二
・
七
％
、
二
三
・
五
％
、
二
五
・
三
％
、
二
三
・
九
％
）
の
上

位
と
な
っ
た
。「
四
人
以
上
」
は
二
〇
〇
四
年
の
多
少
の
落
ち
込
み
を
除
け
ば
、
通
常
一
割
前
後
あ

る
（
同
五
・
七
％
、
九
・
八
％
、
一
四
・
二
％
、
一
四
・
二
％
、
一
一
・
一
％
、
九
・
五
％
）。

候
補
者
の
性
別
で
は
、
女
性
の
増
加
が
予
想
さ
れ
た
が
一
六
人
に
止
ま
り
、
比
率
の
点
で
は

二
〇
〇
〇
年
代
最
低
に
終
っ
た
（
二
〇
〇
〇
年
四
・
六
％
、
二
〇
〇
一
年
六
・
八
％
、
二
〇
〇
二
年
四
・
六
％
、

二
〇
〇
三
年
五
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
四
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
三
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
五
・
四
％
、
二
〇
〇
七
年

七
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
六
・
二
％
、
二
〇
〇
九
年
三
・
〇
％
）。
た
だ
注
目
す
べ
き
は
そ
の
戦
い
ぶ
り
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

次
に
候
補
者
の
党
派
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
る
と
、
特
定
政
党
か
ら
「
公
認
」
を
受
け
る
者
は

稀
と
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
九
五
％
以
上
が
無
所
属
候
補
者
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
九
五
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
九
八
・
八
％
、
二
〇
〇
二
年

九
六
・
八
％
、
二
〇
〇
三
年
九
六
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
九
七
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
九
七
・
八
％
、
二
〇
〇
六
年
九
九
・
二
％
、
二
〇
〇
八
年
九
八
・
四
％
、

二
〇
〇
九
年
九
八
・
〇
％
）。
未
だ
に
候
補
者
に
公
認
を
与
え
て
い
る
の
は
共
産
党
だ
け
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
が
（
諸
派
二
人
）、
数
は
以
前

に
比
べ
て
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
た
（
九
六
年
一
五
人
、
九
七
年
、
九
八
年
各
二
五
人
、
九
九
年
一
八
人
、
二
〇
〇
〇
年
一
四
人
、
二
〇
〇
一
年
七

人
、
二
〇
〇
二
年
九
人
、
二
〇
〇
三
年
一
六
人
、
二
〇
〇
四
年
九
人
、
二
〇
〇
五
年
九
人
、
二
〇
〇
六
年
四
人
、
二
〇
〇
八
年
五
人
、
二
〇
〇
九
年
一
〇

人
）。な

お
無
所
属
候
補
者
は
、
政
党
か
ら
の
公
認
は
受
け
な
い
が
「
推
薦
」
も
し
く
は
「
支
持
」
は
受
け
る
者
と
、
推
薦
・
支
持
を
も
受
け

な
い
純
粋
無
所
属
と
に
分
け
ら
れ
る
。
両
者
の
比
率
は
二
〇
〇
一
年
に
初
め
て
後
者
が
前
者
を
上
回
っ
て
か
ら
は
、
二
〇
〇
三
年
に
は
六

表 3　立候補者数別 市・区長選挙数

立候補者数（人） 市・区数
1 65
2 111
3 63
4 16
5 3
6 6

合　計 264
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割
を
、
そ
し
て
本
年
は
七
割
を
超
え
る
と
い
っ
た
具
合
に
（
二
〇
〇
一
年
五
四
・
一
％
、
二
〇
〇
二
年
五
六
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
六
三
・
四
％
、

二
〇
〇
四
年
六
八
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
六
三
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
六
七
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
六
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
七
二
・
五
％
）、
候
補
者
の

政
党
ば
な
れ
が
ま
す
ま
す
進
ん
で
い
る
。

「
推
薦
」
も
し
く
は
「
支
持
」
の
形
態
は
多
様
で
、
ほ
と
ん
ど
が
数
例
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
一
〇
例
以
上
は
「
自
民
・
公
明
」

三
四
、「
民
主
」
二
五
、「
共
産
」
二
一
、「
自
民
・
民
主
・
公
明
」
一
九
、「
公
明
」
一
三
で
あ
っ
た
。

候
補
者
の
平
均
年
齢
は
例
年
五
〇
歳
代
後
半
、
と
り
わ
け
二
〇
〇
五
年
以
降
は
五
八
歳
台
を
上
下
し
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
五
八
・
九
歳
、

二
〇
〇
一
年
五
七
・
七
歳
、
二
〇
〇
二
年
五
七
・
七
歳
、
二
〇
〇
三
年
五
七
・
五
歳
、
二
〇
〇
四
年
五
九
・
四
歳
、
二
〇
〇
五
年
五
八
・
八
歳
、
二
〇
〇
六
年

五
八
・
三
歳
、
二
〇
〇
七
年
五
八
・
二
歳
、
二
〇
〇
八
年
五
八
・
九
歳
、
二
〇
〇
九
年
五
八
・
六
歳
）。

候
補
者
の
年
代
は
二
〇
〇
四
年
を
境
に
変
わ
っ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
毎
年
四
分
の
三
近
く
が
五
〇
歳
代
と
六
〇
歳
代
と
に
集
中

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
共
に
三
割
台
で
拮
抗
し
な
が
ら
も
五
〇
歳
代
（
一
九
九
八
年
三
七
・
三
％
、
九
九
年
三
八
・
一
％
、
二
〇
〇
〇
年
三
七
・
七
％
、

二
〇
〇
一
年
三
九
・
六
％
、
二
〇
〇
二
年
三
九
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
三
八
・
六
％
）
が
六
〇
歳
代
（
同
三
九
・
一
％
、
三
五
・
一
％
、
三
六
・
四
％
、
三
四
・
四
％
、

三
八
・
一
％
、
三
三
・
一
％
）
を
上
回
っ
て
最
多
を
占
め
、
ま
た
四
〇
歳
代
以
下
が
一
割
台
半
ば
（
一
四
・
三
％
、
一
五
・
四
％
、
一
五
・
四
％
、

一
三
・
六
％
、
一
四
・
九
％
、
一
四
・
三
％
）、
七
〇
歳
代
以
上
が
一
割
弱
（
同
九
・
三
％
、
一
一
・
四
％
、
一
一
・
五
％
、
八
・
七
％
、
七
・
三
％
、
九
・
四
％
）

と
い
っ
た
状
況
で
推
移
し
て
い
た
。
し
か
し
二
〇
〇
四
年
以
降
は
、
本
年
を
含
め
傾
向
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
（
表
4
）。
す
な
わ
ち
五
〇

歳
代
と
六
〇
歳
代
へ
の
集
中
が
い
っ
そ
う
進
み
、
六
〇
歳
代
（
二
〇
〇
四
年
四
一
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
四
一
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
三
九
・
五
％
、

二
〇
〇
七
年
四
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
八
年
四
五
・
三
％
、
二
〇
〇
九
年
四
七
・
九
％
）
が
五
〇
歳
代
（
同
三
五
・
六
％
、
四
〇
・
二
％
、
三
七
・
九
％
、
三
七
・
九
％
、

三
二
・
一
％
、
三
〇
・
三
％
）
を
大
き
く
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
一
旦
減
っ
た
四
〇
歳
代
以
下
が
元
に
戻
し
つ
つ
あ
る
反
面
（
同



四
三
六

一
一
・
九
％
、
一
一
・
三
％
、
一
四
・
三
％
、
一
四
・
二
％
、

一
五
・
一
％
、
一
五
・
七
％
）、
七
〇
歳
代
以
上
が
一
割

に
届
か
な
く
な
っ
た
（
同
一
一
・
一
％
、
七
・
六
％
、

八
・
三
％
、
七
・
五
％
、
七
・
五
％
、
六
・
一
％
）
こ
と
で
あ

る
。な

お
最
年
長
は
、
七
七
歳
白
山
（
石
川
）
の
、
最

年
少
は
二
五
歳
の
尾
張
旭
（
愛
知
）
の
各
候
補
者
で

あ
っ
た
。

新
旧
別
（
現
職
、
前
・
元
職
、
新
人
）
で
候
補
者
を

分
け
る
と
（
表
5
）、
か
つ
て
は
「
現
職
」
三
割
台
、

「
新
人
」
六
割
台
が
常
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
四
年
以
降
こ
こ
に
も
合
併
急
増
の
影
響
が
及
び
、「
新
人
」
が
七
割
台
、
さ
ら
に
は

八
割
を
超
え
（
二
〇
〇
四
年
七
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
五
年
八
五
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
七
九
・
六
％
、
二
〇
〇
七
年
七
二
・
六
％
）、
他
方
「
現
職
」
は
一

〜
二
割
台
に
ま
で
減
少
し
た
（
同
二
七
・
九
％
、
一
三
・
五
％
、
一
九
・
二
％
、
二
五
・
八
％
）。
こ
の
よ
う
な
一
過
性
の
現
象
は
昨
年
か
ら
元
に
戻

り
始
め
（
新
人
六
八
・
五
％
、
現
職
二
九
・
六
％
）、
本
年
は
「
新
人
」
が
六
割
台
（
六
五
・
五
％
）、「
現
職
」
が
三
割
台
（
三
三
・
五
％
）
と
い
う

旧
態
に
復
し
た
（
そ
の
他
「
前
・
元
職
」
一
・
〇
％
）。

な
お
「
現
職
」
一
九
八
人
の
立
候
補
は
何
期
目
に
向
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
か
に
触
れ
て
お
く
と
、
例
年
二
期
目
と
三
期
目
が
多
い
が
、

本
年
は
と
り
わ
け
二
期
目
に
集
中
し
た
た
め
（
一
五
六
人
、
七
八
・
八
％
）、
三
期
目
が
通
常
の
二
割
台
を
割
っ
た
（
三
一
人
、
一
五
・
七
％
）。

表 4　立候補者の年齢構成

年齢（歳） 候補者数（人） 当選者 落選者
25 ～ 29 2 0 2
30 ～ 34 10 5 5
35 ～ 39 16 7 9
40 ～ 44 21 6 15
45 ～ 49 44 16 28
50 ～ 54 56 21 35
55 ～ 59 123 53 70
60 ～ 64 164 84 80
65 ～ 69 119 58 61
70 ～ 74 29 11 18
75 ～ 79 7 3 4
80 ～ 84
合　計 591 264 327

表 5　新旧別立候補者

候補者数（人） 当選者 落選者
新人 387 109 278
現職 198 153 45
前・元職 6 2 4
合　計 591 264 327
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七

し
た
が
っ
て
他
は
い
ず
れ
も
少
な
く
、
四
期
目
九
人
、
六
期
目
二
人
に
止
ま
っ
た
。

市
・
区
長
選
挙
の
候
補
者
に
は
い
か
な
る
役
職
・
職
業
の
者
が
な
る
の
か
、
そ
れ
を
示
し
た
の
が
表
6
で
あ
る
。
毎
年
「
市
長
」（
現

職
及
び
前
・
元
職
）
が
最
も
多
く
、
比
率
は
時
々
二
割
台
に
落
ち
る
こ
と
も
あ
る
が
、
概
ね
三
割
台
前
半
を
占
め
常
に
首
位
と
な
る

（
二
〇
〇
〇
年
三
四
・
七
％
、
二
〇
〇
一
年
二
八
・
二
％
、
二
〇
〇
二
年
三
三
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
二
九
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
三
二
・
八
％
、
二
〇
〇
五
年

三
二
・
七
％
、
二
〇
〇
六
年
二
八
・
六
％
、
二
〇
〇
七
年
二
八
・
四
％
、
二
〇
〇
八
年
三
二
・
九
％
、
二
〇
〇
九
年
三
三
・
一
％
）。「
市
長
」
に
次
い
で

二
位
と
な
る
の
は
「
市
議
会
議
員
」
で
、
比
率
は
年
に
よ
っ
て
一
割
〜
二
割
台
前
半
の
間
を
上
下
す
る
（
同
一
五
・
二
％
、
一
八
・
九
％
、

二
〇
・
四
％
、
二
四
・
四
％
、
一
一
・
四
％
、
一
二
・
八
％
、
一
五
・
三
％
、
二
三
・
三
％
、
二
一
・
八
％
、
一
九
・
三
％
）。
三
位
に
は
本
年
を
含
め
て
「
県

議
会
議
員
」
が
な
る
年
が
多
い
。
比
率
は
五
〜
一
〇
％
の
範
囲
内
で
あ
る
（
同
五
・
六
％
、
一
〇
・
五
％
、
八
・
五
％
、
五
・
三
％
、
七
・
九
％
、

九
・
四
％
、
八
・
五
％
、
九
・
四
％
、
七
・
五
％
、

七
・
五
％
）。
さ
ら
に
「
市
役
所
幹
部
」

（
同
六
・
〇
％
、
四
・
二
％
、
六
・
〇
％
、

五
・
三
％
、
五
・
二
％
、
四
・
二
％
、
四
・
〇
％
、

六
・
九
％
、
六
・
二
％
、
五
・
八
％
）、「
企
業

経
営
者
・
役
員
」（
同
九
・
三
％
、
五
・
五
％
、

五
・
三
％
、
五
・
四
％
、
三
・
〇
％
、
三
・
五
％
、

四
・
八
％
、
五
・
九
％
、
三
・
二
％
、
五
・
四
％
）、

「
専
門
職
」（
同
四
・
六
％
、
八
・
四
％
、

表 6　立候補者の主たる役職

役　職 人数（人）
市長 195
市長（前・元） 6
旧市長 7
旧市長（前・元） 0
旧町村長 16
市役所幹部 34
都道府県庁幹部 4
市議会議員 114
旧市議 1
旧町村議 2
県議会議員 44
国会議員 6
市民・地域団体役員 13
職能団体役員 7
政党・政治団体役員 15
企業経営者 32
学校・医療施設等経営者 5
自営業 21
専門職 26
国家公務員 7
地方公務員 18
会社・団体職員 14
その他 4

合　計 591



四
三
八

五
・
三
％
、
三
・
六
％
、
四
・
七
％
、
三
・
八
％
、
五
・
六
％
、
二
・
〇
％
、
五
・
七
％
、
四
・
七
％
）
が
続
く
が
、
こ
れ
ら
は
比
率
や
順
序
が
一
定
せ
ず
年

に
よ
っ
て
変
わ
る
。
残
る
「
自
営
業
」（
同
二
・
三
％
、
二
・
二
％
、
一
・
六
％
、
三
・
〇
％
、
三
・
七
％
、
一
・
九
％
、
二
・
八
％
、
一
・
六
％
、
二
・
七
％
、

三
・
六
％
）、「
政
党
・
政
治
団
体
役
員
」（
同
三
・
九
％
、
六
・
三
％
、
三
・
四
％
、
五
・
五
％
、
二
・
五
％
、
一
・
六
％
、
一
・
二
％
、
三
・
三
％
、
三
・
〇
％
）、

「
市
民
運
動
・
地
域
団
体
役
員
」（
同
四
・
〇
％
、
七
・
四
％
、
二
・
五
％
、
六
・
八
％
、
四
・
二
％
、
二
・
一
％
、
三
・
八
％
、
三
・
一
％
、
二
・
四
％
、
二
・
二
％
）、

「
職
能
団
体
役
員
」（
同
二
・
三
％
、
五
・
五
％
、
〇
・
九
％
、
五
・
四
％
、
三
・
二
％
、
一
・
四
％
、
一
・
二
％
、
一
・
六
％
、
一
・
四
％
、
一
・
二
％
）
な
ど
は

ほ
と
ん
ど
の
年
で
五
％
以
下
で
あ
る
。
な
お
最
近
国
会
議
員
の
地
方
首
長
へ
の
転
身
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
。
立
候
補
数
は
多
い
と
は
言
え

な
い
も
の
の
（
二
〇
〇
四
年
二
人
、
二
〇
〇
五
年
六
人
、
二
〇
〇
六
年
六
人
、
二
〇
〇
七
年
九
人
、
二
〇
〇
八
年
三
人
、
二
〇
〇
九
年
六
人
）、
今
後
と

も
目
が
離
せ
な
い
。
ま
た
地
方
公
務
員
の
候
補
者
数
が
一
昨
年
か
ら
一
一
人
（
二
・
二
％
）、
一
七
人
（
四
・
六
％
）、
一
八
人
（
三
・
一
％
）
と

二
桁
を
記
録
し
て
い
る
点
も
注
目
点
で
あ
る
。

二　

当
選
者

（
一
）
年
齢

当
選
者
の
年
齢
は
本
年
も
七
七
歳
か
ら
三
一
歳
ま
で
広
範
に
渡
っ
た
（
八
〇
歳
台
、
二
〇
歳
台
は
ゼ
ロ
）。
ち
な
み
に
最
年
長
は
白
山
市
、

最
年
少
は
千
葉
市
の
各
候
補
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
平
均
年
齢
は
全
体
よ
り
若
干
高
い
五
九
・
三
歳
で
あ
っ
た
。

当
選
者
の
年
齢
構
成
（
表
7
）
に
つ
い
て
の
本
年
の
結
果
は
こ
れ
ま
で
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
二
〇
〇
一
年
以
降

首
位
を
保
ち
つ
つ
も
、
四
割
前
後
ま
で
比
率
を
低
下
さ
せ
て
来
て
い
た
六
〇
歳
代
が
一
挙
に
五
割
を
超
え
た
こ
と
で
あ
る
（
二
〇
〇
一
年

三
九
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
四
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
三
年
四
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
四
年
四
五
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
四
一
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
三
九
・
五
％
、
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四
三
九

二
〇
〇
七
年
四
一
・
二
％
、
二
〇
〇
八
年
四
四
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
五
三
・
八
％
）。
こ
の
た
め
他
の

年
齢
層
は
軒
並
み
比
率
を
下
げ
、
五
〇
歳
代
は
二
割
台
に
落
ち
た
（
同
三
八
・
〇
％
、
四
〇
・
三
％
、

三
六
・
〇
％
、
三
三
・
七
％
、
四
〇
・
二
％
、
三
七
・
九
％
、
四
一
・
二
％
、
三
四
・
六
％
、
二
八
・
一
％
）。

四
〇
歳
代
と
七
〇
歳
代
も
、
前
者
（
同
八
・
七
％
、
八
・
六
％
、
九
・
六
％
、
七
・
八
％
、
九
・
五
％
、

一
〇
・
五
％
、
九
・
三
％
、
一
一
・
七
％
、
八
・
三
％
）
の
後
者
（
同
一
二
・
七
％
、
八
・
一
％
、
一
二
・
八
％
、

一
一
・
九
％
、
七
・
五
％
、
八
・
三
％
、
七
・
八
％
、
五
・
六
％
、
五
・
三
％
）
に
対
す
る
優
位
の
流
れ
に

変
化
は
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
比
率
を
低
下
さ
せ
た
。

年
齢
層
別
の
当
選
率
に
つ
い
て
は
、
昨
年
明
ら
か
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

五
〇
歳
代
後
半
が
初
め
て
五
〇
％
を
超
え
て
一
位
と
な
っ
た
こ
と
、
数
は
少
な
い
な
が
ら

三
〇
歳
代
後
半
が
一
〇
〇
％
（
五
人
全
員
当
選
）
を
記
録
し
た
こ
と
、
反
面
七
〇
歳
代
前
半
、

六
〇
歳
代
後
半
、
六
〇
歳
代
前
半
等
の
高
年
齢
層
が
軒
並
み
後
退
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
本
年
の
結
果
は
そ
の
よ
う
な
変
化
の
流
れ
に
掉
さ
す
兆
し
を
窺
わ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
根
拠
は
五
〇
％
を
超
え
た
六
〇
歳
代
を
ピ
ー
ク
に
、
年
齢
層
が
下
が
る
に
し
た

が
っ
て
当
選
率
が
低
く
な
る
傾
向
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
六
〇
歳
代
前
半
は
二
〇
〇
〇
年

を
例
外
と
し
て
ほ
と
ん
ど
三
割
台
後
半
か
ら
四
割
台
で
あ
っ
た
が
、
本
年
は
五
割
を
超
え
て

一
位
と
な
っ
た
（
二
〇
〇
〇
年
六
一
・
七
％
、
二
〇
〇
一
年
四
一
・
九
％
、
二
〇
〇
二
年
三
九
・
三
％
、

二
〇
〇
三
年
四
七
・
四
％
、
二
〇
〇
四
年
四
八
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
四
九
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年

表 7　年齢別・人口規模別当選者数
3 万未満 3万～ 5万 5万～10万 10万～20万 20万～30万 30万～50万 50万以上 合　計

25 ～ 29
30 ～ 34 1 1 2 1
35 ～ 39 3 4
40 ～ 44 2 1 1 1 1
45 ～ 49 1 4 6 4 1
50 ～ 54 3 5 7 5 1
55 ～ 59 5 17 12 10 4 3 2
60 ～ 64 4 28 28 12 5 5 2
65 ～ 69 5 13 19 12 3 3 3
70 ～ 74 1 2 4 3 1
75 ～ 79 1 1 1
80 ～ 84
合　計 19 73 81 53 13 15 10 264



四
四
〇

三
八
・
八
％
、
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
〇
八
年
四
〇
・
八
％
、
二
〇
〇
九
年
五
一
・
五
％
）。
か
つ
て
は
七
〇
歳
代
前
半
と
首
位
を
分
け
合
っ
た
六
〇
歳

代
後
半
は
、
こ
の
と
こ
ろ
多
少
後
退
気
味
で
あ
っ
た
が
、
本
年
は
五
割
で
二
位
を
確
保
し
た
（
同
六
〇
・
八
％
、
五
一
・
一
％
、
五
四
・
七
％
、

四
九
・
四
％
、
五
六
・
七
％
、
五
〇
・
〇
％
、
四
五
・
八
％
、
五
一
・
五
％
、
四
六
・
二
％
、
五
〇
・
〇
％
）。
昨
年
躍
進
し
た
五
〇
歳
代
後
半
は
従
来
の
四

割
台
に
戻
っ
た
（
二
〇
〇
〇
年
四
一
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
四
四
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
四
三
・
五
％
、
二
〇
〇
三
年
四
一
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
四
九
・
五
％
、

二
〇
〇
五
年
三
八
・
三
％
、
二
〇
〇
六
年
四
二
・
七
％
、
二
〇
〇
七
年
四
〇
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
五
〇
・
六
％
、
二
〇
〇
九
年
四
三
・
八
％
）。
二
〇
〇
〇

年
代
中
頃
か
ら
上
昇
し
二
〇
〇
七
年
に
は
五
〇
％
超
で
首
位
に
も
な
っ
た
五
〇
歳
代
前
半
も
回
復
せ
ず
、
昨
年
の
三
割
台
に
止
ま
っ
た

（
同
三
八
・
六
％
、
二
六
・
三
％
、
四
二
・
五
％
、
三
一
・
八
％
、
三
七
・
七
％
、
四
一
・
八
％
、
四
四
・
八
％
、
五
四
・
二
％
、
三
七
・
五
％
、
三
八
・
二
％
）。
そ

の
よ
う
な
中
で
高
年
齢
層
の
七
〇
歳
代
前
半
の
退
潮
は
明
ら
か
で
、
過
去
に
六
〇
％
以
上
を
誇
っ
た
当
選
率
は
、
二
〇
〇
七
年
に
初
め
て

五
割
を
割
り
、
昨
年
同
様
本
年
も
三
割
台
に
終
わ
っ
た
（
同
六
六
・
七
％
、
六
〇
・
七
％
、
五
一
・
九
％
、
五
〇
・
〇
％
、
五
一
・
四
％
、
五
六
・
四
％
、

五
〇
・
〇
％
、
四
一
・
四
％
、
三
五
・
〇
％
、
三
七
・
九
％
）。

次
に
都
市
の
規
模
（
人
口
一
〇
万
人
未
満
を
「
小
」
都
市
、
一
〇
万
人
以
上
三
〇
万
人
未
満
を
「
中
」
都
市
、
三
〇
万
人
以
上
を
「
大
」
都
市
と
し

て
分
類
）
と
年
齢
と
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
（
表
7
）、
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、「
小
」
都
市
と
「
中
」
都
市
に
お
い
て
は
六
〇

歳
代
が
三
〜
四
割
台
を
占
め
、
若
干
の
例
外
を
除
け
ば
最
多
を
占
め
る
こ
と
が
多
い
点
で
あ
る
。
本
年
は
全
体
的
に
こ
の
傾
向
が
強
く
、

「
小
」
都
市
で
五
割
を
超
え
（
二
〇
〇
〇
年
五
一
・
六
％
、
二
〇
〇
一
年
三
八
・
九
％
、
二
〇
〇
二
年
四
二
・
六
％
、
二
〇
〇
三
年
三
七
・
三
％
、
二
〇
〇
四

年
四
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
四
六
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
四
四
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
四
三
・
九
％
、
二
〇
〇
八
年
四
六
・
八
％
、
二
〇
〇
九
年
五
六
・
一
％
）、

「
中
」
都
市
も
四
割
台
後
半
で
あ
っ
た
（
同
四
二
・
九
％
、
三
五
・
三
％
、
四
八
・
五
％
、
三
六
・
八
％
、
四
一
・
〇
％
、
四
〇
・
九
％
、
二
八
・
三
％
、

四
六
・
七
％
、
四
一
・
七
％
、
四
八
・
五
％
）。「
大
」
都
市
に
お
い
て
は
年
ご
と
の
変
動
幅
が
大
き
く
、
一
〇
〜
三
〇
％
台
の
幅
で
変
化
す
る
が
、
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四
四
一

本
年
は
最
高
に
近
い
結
果
を
残
し
た
（
同
三
六
・
四
％
、
四
七
・
六
％
、
一
一
・
八
％
、
三
二
・
七
％
、
四
六
・
七
％
、
五
六
・
〇
％
、
二
五
・
〇
％
、

二
〇
・
〇
％
、
三
三
・
三
％
、
五
二
・
〇
％
）。
五
〇
歳
代
も
「
小
」
都
市
及
び
「
中
」
都
市
に
お
い
て
毎
年
三
〜
四
割
台
を
占
め
る
が
、
本
年

は
六
〇
歳
代
が
多
か
っ
た
た
め
比
率
は
低
く
、「
中
」
都
市
（
同
四
〇
・
〇
％
、
三
八
・
二
％
、
三
三
・
三
％
、
二
七
・
六
％
、
二
五
・
六
％
、
三
四
・
八
％
、

五
六
・
五
％
、
三
六
・
七
％
、
三
六
・
一
％
、
二
八
・
八
％
）
が
「
小
」
都
市
（
同
二
七
・
四
％
、
三
八
・
九
％
、
四
〇
・
四
％
、
四
一
・
五
％
、
三
六
・
〇
％
、

三
八
・
〇
％
、
三
三
・
六
％
、
四
三
・
九
％
、
三
二
・
四
％
、
二
八
・
三
％
）
と
も
二
割
台
に
止
ま
っ
た
。「
大
」
都
市
に
お
け
る
比
率
も
同
様
に
下
が

り
、
過
去
三
年
間
続
け
た
四
割
台
を
維
持
で
き
な
か
っ
た
（
同
五
四
・
五
％
、
三
三
・
三
％
、
五
二
・
九
％
、
一
四
・
三
％
、
三
三
・
三
％
、
二
四
・
〇
％
、

四
三
・
八
％
、
四
〇
・
〇
％
、
四
六
・
七
％
、
二
四
・
〇
％
）。

（
二
）
新
旧
（
前
出
表
5
参
照
）

当
選
者
中
の
現
職
と
新
人
の
比
率
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
ま
で
は
ほ
ぼ
六
割
台
対
三
割
台
の
大
き
な
開
く
が
あ
り
、
常
に
現
職
が
新
人
を

圧
倒
し
て
い
た
。
し
か
し
二
〇
〇
一
年
以
降
、
合
併
の
促
進
で
新
市
の
誕
生
が
顕
著
に
な
る
に
従
い
、
新
人
が
急
増
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

二
〇
〇
四
年
に
初
め
て
現
職
を
凌
駕
し
、
翌
年
に
は
そ
の
差
が
三
対
一
に
ま
で
広
が
っ
た
。
た
だ
こ
れ
を
ピ
ー
ク
に
二
〇
〇
七
年
か
ら
は

再
び
現
職
優
勢
と
な
り
、
常
態
に
戻
り
つ
つ
あ
る
（
二
〇
〇
一
年
五
七
・
三
％
│
四
二
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
六
二
・
四
％
│
三
六
・
六
％
、
二
〇
〇
三

年
五
八
・
五
％
│
四
一
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
四
六
・
一
％
│
五
一
・
三
％
、
二
〇
〇
五
年
二
五
・
五
％
│
七
三
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年
三
六
・
〇
％
│
六
三
・
〇
％
、

二
〇
〇
七
年
五
五
・
〇
％
│
四
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
八
年
五
一
・
三
％
│
四
八
・
八
％
、
二
〇
〇
九
年
五
八
・
〇
％
│
四
一
・
三
％
）。

当
選
率
に
関
し
て
は
現
職
が
ほ
ぼ
毎
年
八
割
台
の
高
率
を
誇
っ
て
来
た
が
、
昨
年
に
続
き
本
年
も
七
割
台
に
止
ま
っ
た
（
二
〇
〇
〇
年

八
六
・
一
％
、
二
〇
〇
一
年
八
三
・
五
％
、
二
〇
〇
二
年
八
一
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
八
三
・
二
％
、
二
〇
〇
四
年
八
〇
・
二
％
、
二
〇
〇
五
年
八
三
・
五
％
、



四
四
二

二
〇
〇
六
年
七
八
・
四
％
、
二
〇
〇
七
年
八
七
・
四
％
、
二
〇
〇
八
年
七
四
・
五
％
、
二
〇
〇
九
年
七
七
・
三
％
）。
新
人
の
当
選
率
は
、
か
つ
て
は
二
割

台
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
以
降
三
年
連
続
で
三
割
台
に
乗
せ
、
上
昇
傾
向
を
う
か
が
わ
せ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
七
年
二
割
台
、

二
〇
〇
八
年
三
割
台
、
本
年
二
割
台
と
い
っ
た
状
態
を
続
け
て
い
る
（
同
二
四
・
五
％
、
二
三
・
一
％
、
二
三
・
九
％
、
二
四
・
二
％
、
三
四
・
九
％
、

三
八
・
一
％
、
三
三
・
二
％
、
二
五
・
四
％
、
三
〇
・
七
％
、
二
八
・
二
％
）。

（
三
）
当
選
回
数
（
表
8
）

合
併
ラ
ッ
シ
ュ
の
影
響
は
当
選
回
数
に
も
及
び
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
以
降
「
一
回
」
が
異
常
に
増
え
、
多
い
回
数
が
減
る
と
い
う
現

象
が
し
ば
ら
く
続
い
た
が
、
少
な
く
と
も
「
一
回
」
と
「
二
回
」
に
関
し
て
は
元
に
戻
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。「
一
回
」
は
従
来
か
ら

毎
年
最
多
で
あ
っ
た
が
、
比
率
は
三
割
台
後
半
止
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
〇
〇
三
年
に
は

四
割
を
、
二
〇
〇
四
年
に
は
初
め
て
五
割
を
超
え
、
二
〇
〇
五
年
に
は
四
分
の
三
近
く
を
占
め

る
ま
で
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
ピ
ー
ク
に
減
り
は
じ
め
、
二
〇
〇
七
年
以
降
は
四
割
台
ま

で
下
が
っ
て
来
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
三
三
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
四
二
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
三
六
・
六
％
、

二
〇
〇
三
年
四
〇
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
五
二
・
八
％
、
二
〇
〇
五
年
七
三
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
六
三
・
〇
％
、

二
〇
〇
七
年
四
五
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
四
九
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
四
一
・
三
％
）。「
一
回
」
の
増
減

は
「
二
回
」
の
動
き
と
強
く
連
動
し
て
い
る
た
め
、「
二
回
」
は
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
六
年

に
は
一
割
台
ま
で
落
込
ん
だ
が
、
一
昨
年
、
昨
年
と
本
来
の
三
割
台
を
回
復
し
、
本
年
は
か
つ

て
な
か
っ
た
四
割
台
で
最
多
を
占
め
る
と
い
う
新
た
な
傾
向
を
示
し
た
（
二
〇
〇
〇
年
三
三
・
三
％
、

表 8　当選者の当選回数

当選回数（回） 人数（人）
1 109
2 121
3 26
4 8
5 0
6 0
合計 264

（注） 当選回数 1回に現職、 2回に前
職、 3回に元職各 1名を含む。
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四
四
三

二
〇
〇
一
年
二
三
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
三
一
・
二
％
、
二
〇
〇
三
年
二
五
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
二
一
・
二
％
、
二
〇
〇
五
年
一
六
・
二
％
、
二
〇
〇
六
年

一
九
・
九
％
、
二
〇
〇
七
年
三
一
・
九
％
、
二
〇
〇
八
年
三
六
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
四
五
・
八
％
）。
た
だ
し
「
三
回
」
以
上
に
つ
い
て
は
昨
年
と
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、「
三
回
」
が
一
割
以
下
（
同
一
八
・
四
％
、
二
〇
・
〇
％
、
二
三
・
一
％
、
二
三
・
〇
％
、
一
六
・
六
％
、
六
・
八
％
、
九
・
〇
％
、

一
四
・
二
％
、
九
・
九
％
、
九
・
八
％
）、「
四
回
」
が
三
％
と
い
っ
た
状
態
で
は
（
同
六
・
四
％
、
八
・
七
％
、
八
・
一
％
、
六
・
二
％
、
四
・
七
％
、
一
・
八
％
、

六
・
二
％
、
四
・
七
％
、
二
・
三
％
、
三
・
〇
％
）
元
に
戻
っ
て
い
る
と
は
判
断
で
き
な
い
。
な
お
本
年
の
最
高
は
「
四
回
」
で
、
豊
前
（
福
岡
）、

多
久
（
佐
賀
）、
各
務
原
（
岐
阜
）、
久
喜
（
埼
玉
）、
都
留
（
山
梨
）、
日
野
（
東
京
）、
川
口
（
埼
玉
）、
船
橋
（
千
葉
）
の
八
市
を
数
え
る
の

み
で
あ
っ
た
。

次
に
現
職
・
元
職
に
つ
い
て
目
ざ
し
た
回
数
ご
と
の
当
選
率
を
見
る
と
、
当
然
全
般
的
に
高
い
。
た
だ
し
本
年
に
つ
い
て
言
え
ば
、

「
二
回
目
」
が
昨
年
の
大
き
な
異
変
を
引
き
ず
っ
た
。「
二
回
目
」
は
概
ね
安
定
し
て
八
割
台
後
半
か
ら
九
割
台
の
高
率
を
示
し
て
来
た
の

だ
が
、
昨
年
遂
に
八
割
を
割
っ
て
過
去
最
低
と
な
り
、
本
年
も
ま
た
七
割
台
に
止
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
一
九
九
二
年
九
四
・
四
％
、
九
三
年

九
二
・
〇
％
、
九
四
年
九
六
・
四
％
、
九
五
年
九
一
・
六
％
、
九
六
年
八
九
・
一
％
、
九
七
年
九
四
・
一
％
、
九
八
年
八
七
・
〇
％
、
九
九
年
八
八
・
九
％
、

二
〇
〇
〇
年
九
二
・
〇
％
、
二
〇
〇
一
年
八
七
・
五
％
、
二
〇
〇
二
年
九
三
・
四
％
、
二
〇
〇
三
年
八
九
・
七
％
、
二
〇
〇
四
年
八
三
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年

八
七
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
八
七
・
二
％
、
二
〇
〇
七
年
九
〇
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
七
二
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
七
八
・
二
％
）。「
三
回
目
」
は
例
年
「
二

回
目
」
を
若
干
下
回
る
比
率
で
、
時
に
七
割
台
の
こ
と
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
八
〇
％
台
を
継
続
的
に
維
持
し
て
来
て
い
た
が
、
昨
年
一
挙
に

六
割
台
ま
で
落
ち
た
。
た
だ
し
こ
ち
ら
は
八
割
台
を
回
復
し
た
（
同
九
一
・
四
％
、
八
六
・
七
％
、
八
二
・
五
％
、
八
〇
・
〇
％
、
九
二
・
六
％
、

八
九
・
七
％
、
八
七
・
二
％
、
八
四
・
七
％
、
八
六
・
七
％
、
七
八
・
九
％
、
八
〇
・
八
％
、
八
〇
・
六
％
、
七
五
・
六
％
、
八
五
・
七
％
、
七
四
・
一
％
、
八
〇
・
六
％
、

六
一
・
五
％
、
八
三
・
九
％
）。
か
つ
て
は
八
割
台
以
上
の
高
率
を
示
し
て
い
た
「
四
回
目
」
も
こ
の
と
こ
ろ
若
干
低
下
傾
向
に
あ
っ
た
が
、



四
四
四

本
年
は
八
割
ま
で
戻
し
た
（
同
九
四
・
一
％
、
一
〇
〇
％
、
五
五
・
六
％
、
八
九
・
五
％
、
九
四
・
一
％
、
八
八
・
九
％
、
七
六
・
二
％
、
八
八
・
九
％
、

八
一
・
八
％
、
八
六
・
七
％
、
六
八
・
二
％
、
七
五
・
〇
％
、
五
五
・
六
％
、
五
五
・
六
％
、
七
六
・
五
％
、
六
三
・
二
％
、
六
〇
・
〇
％
、
八
〇
・
〇
％
）。「
五
回

目
」
は
本
年
は
該
当
者
が
な
か
っ
た
（
同
五
五
・
六
％
、
七
五
・
〇
％
、
七
五
・
〇
％
、
六
八
・
八
％
、
一
〇
〇
％
、
五
七
・
一
％
、
九
〇
・
〇
％
、
七
〇
・
〇
％
、

八
〇
・
〇
％
、
二
〇
・
〇
％
、
七
六
・
九
％
、
一
〇
〇
％
、
五
〇
・
〇
％
、
七
五
・
〇
％
、
な
し
）。「
六
回
目
」
の
二
人
（
青
森
市
、
坂
出
市
）
は
い
ず
れ

も
落
選
で
あ
っ
た
（
同
五
〇
・
〇
％
、
一
〇
〇
％
、
八
〇
・
〇
％
、
七
五
・
〇
％
、
一
〇
〇
％
、
五
〇
・
〇
％
、
一
〇
〇
％
、
七
五
・
〇
％
、
一
〇
〇
％
、

〇
％
、
一
〇
〇
％
、
八
三
・
三
％
、
五
〇
・
〇
％
、
一
〇
〇
％
、
〇
％
）。

（
四
）
役
職
・
職
業
（
表
9
）

当
選
者
の
役
職
・
職
業
面
に
お
け
る
特
徴
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
市
長
」
職
（
前
・
元
職
を
含
む
）
が
圧
倒
的
優
位
を
占
め
て
い

る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
「
市
長
」
は
候
補
者
数
に
お
い
て
全
体
の
三
割
超
を
占
め
て
他
を
圧
し
た

が
、
当
選
者
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
上
で
あ
る
。
選
挙
に
お
い
て
は
「
市
長
」
の
肩
書
が
大
い
に
威
力
を
発
揮
す
る
か
ら
、
当
選
者
数
で
は

他
と
の
差
は
さ
ら
に
明
確
と
な
る
。
一
九
九
一
年
以
降
の
期
間
で
見
て
も
、
こ
の
傾
向
は
不
動
で
あ
っ
た
。
全
当
選
者
中
の
比
率
は
、

二
〇
〇
二
年
ま
で
は
一
九
九
四
年
と
二
〇
〇
一
年
に
五
〇
％
台
に
下
が
っ
た
以
外
は
、
六
割
台
か
ら
時
に
七
割
台
の
高
率
に
も
上
っ
た
。

た
だ
近
年
は
当
選
者
が
若
干
多
様
化
し
た
こ
と
で
、
二
〇
〇
三
年
以
降
は
二
〇
〇
六
年
を
除
き
五
割
台
に
止
ま
っ
て
い
る
（
一
九
九
一
年

六
四
・
一
％
、
九
二
年
六
四
・
五
％
、
九
三
年
六
六
・
二
％
、
一
九
九
四
年
五
八
・
九
％
、
九
五
年
六
二
・
九
％
、
九
六
年
六
三
・
三
％
、
九
七
年
七
二
・
五
％
、

九
八
年
六
五
・
四
％
、
九
九
年
六
九
・
七
％
、
二
〇
〇
〇
年
六
六
・
七
％
、
二
〇
〇
一
年
五
八
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
六
二
・
九
％
、
二
〇
〇
三
年
五
九
・
二
％
、

二
〇
〇
四
年
五
二
・
八
％
、
二
〇
〇
五
年
五
六
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
六
八
・
二
％
、
二
〇
〇
七
年
五
五
・
四
％
、
二
〇
〇
八
年
五
二
・
五
％
、
二
〇
〇
九
年
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四
四
五

五
九
・
八
％
）。
た
だ
当
選
率
は
七
割
台
と

高
い
（
七
六
・
〇
％
）。「
市
長
」
に
続
い
て

は
「
市
議
会
議
員
」、「
県
議
会
議
員
」、

「
市
役
所
幹
部
」
が
常
連
で
あ
る
が
、
順

位
と
比
率
は
年
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
本
年

は
数
で
は
「
市
議
会
議
員
」（
う
ち
議
長
・

副
議
長
経
験
者
六
人
）、「
県
議
会
議
員
」（
う

ち
議
長
経
験
者
〇
人
）、「
市
役
所
幹
部
」（
助

役
・
副
市
長
八
人
、
収
入
役
、
教
育
長
各
一
人
、

部
長
二
人
）
の
順
で
、
当
選
率
で
は
「
県
議
会
議
員
」
五
六
・
六
％
、「
市
役
所
幹
部
」
五
〇
・
〇
％
、「
市
議
会
議
員
」
二
八
・
五
％
の
順
で

あ
っ
た
。

（
五
）
学
歴
（
4
）

（
表
10
）

学
歴
に
関
し
て
は
今
や
旧
制
の
出
身
者
が
姿
を
消
し
、
第
二
次
大
戦
後
の
進
学
率
の
上
昇
を
反
映
し
て
「
大
学
以
上
」
卒
と
「
高
校
」

卒
が
ほ
と
ん
ど
と
な
っ
た
。
し
か
も
「
大
学
以
上
」
卒
が
徐
々
に
増
え
全
体
の
八
割
前
後
ま
で
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
（
二
〇
〇
一
年

七
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
七
五
・
八
％
、
二
〇
〇
三
年
八
一
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
七
一
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
七
八
・
八
％
、
二
〇
〇
六
年
七
七
・
三
％
、

二
〇
〇
七
年
八
七
・
七
％
、
二
〇
〇
八
年
七
七
・
二
％
、
二
〇
〇
九
年
八
一
・
一
％
）。
他
方
「
高
校
」
卒
は
二
割
程
度
あ
っ
た
比
率
を
下
げ
つ
つ
あ

表 9　当選者の主たる役職

役　職 人数（人）
市長 151
市長（前）（元） 4
旧市長 3
旧町村長 4
市役所幹部 17
旧町幹部 0
県庁幹部 2
市議会議員 27
旧市議 0
旧町村議 0
県議会議員 25
国会議員 2
国家公務員 1
地方公務員 5
市民運動・地域団体役員 1
職能団体役員 1
政党・政治団体役員 1
企業経営者・役員 4
学校・病院等経営者 1
会社員・団体職員 3
自営業 2
専門職 8
その他 2

合　計 264



四
四
六

る
（
同
二
〇
・
七
％
、
二
二
・
六
％
、
一
八
・
一
％
、
二
二
・
八
％
、
二
〇
・
一
％
、

二
〇
・
一
％
、
一
一
・
八
％
、
一
九
・
一
％
、
一
六
・
七
％
）。

次
に
全
体
の
大
部
分
を
占
め
る
大
学
卒
業
者
（
中
退
を
含
む
）
に
つ
い
て
出
身

が
私
立
大
学
か
国
公
立
大
学
か
で
分
け
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
両
者
の
比
率

は
二
対
一
か
ら
三
対
一
と
な
り
（
二
〇
〇
〇
年
六
二
・
二
％
対
三
七
・
八
％
、
二
〇
〇
一

年
七
〇
・
九
％
対
二
九
・
一
％
、
二
〇
〇
二
年
六
六
・
九
％
対
三
三
・
一
％
、
二
〇
〇
三
年

七
一
・
八
％
対
二
八
・
二
％
、
二
〇
〇
四
年
七
一
・
〇
％
対
二
九
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年

六
五
・
八
％
対
三
四
・
二
％
、
二
〇
〇
六
年
六
九
・
二
％
対
三
〇
・
八
％
、
二
〇
〇
七
年

七
四
・
四
％
対
二
五
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
七
四
・
三
％
対
二
五
・
七
％
、
二
〇
〇
九
年

六
五
・
七
％
対
三
四
・
三
％
）、
市
区
長
に
関
し
て
は
圧
倒
的
に
私
学
優
位
と
な
っ
て

い
る
。

当
選
者
を
出
身
大
学
別
に
分
け
る
と
、
一
人
だ
け
が
五
四
校
（
国
公
立
大
学

二
四
、
私
立
大
学
三
〇
）
も
あ
り
、
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
中
で
、
当
選
者
が
一
部
の
大
学
の
出
身
者
に
よ
っ
て
比
較
的
多
く

占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
本
年
の
結
果
を
見
て
も
三
人
以
上
の
当

選
者
を
出
し
た
の
は
一
七
人
の
早
稲
田
大
学
を
筆
頭
に
、
日
本
大
学
（
一
五
人
）、

東
京
大
学
（
一
一
人
）、
慶
応
大
学
（
一
一
人
）、
中
央
大
学
（
一
一
人
）、
京
都
大
学

表10　当選者の学歴

人数（人）
大学院 大学院 8

私立大学 130
大学 国公立大学 68

短期大学 7
普通高校 22

高校 農業高校 12
商・工・実業高校 10

その他 5
不明 2

合　計 264

（注）その他は旧農学校、防衛大学校、海抜大学校、
指導所、専門学校各 1
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四
四
七

（
七
人
）、
東
北
大
学
（
四
人
）、
立
命
館
大
学
（
四
人
）、
国
学
院
大
学
（
四
人
）、
九
州
大
学
、
金
沢
大
学
、
岡
山
大
学
、
東
京
農
業
大
学
、

明
治
大
学
、
同
志
社
大
学
、
関
西
大
学
、
福
岡
大
学
（
各
三
人
）
で
あ
り
、
本
年
は
二
人
に
終
わ
っ
た
大
阪
大
学
、
一
橋
大
学
、
神
戸
大

学
、
筑
波
大
学
、
静
岡
大
学
、
埼
玉
大
学
、
法
政
大
学
、
成
城
大
学
、
学
習
院
大
学
、
専
修
大
学
、
駒
沢
大
学
、
国
士
舘
大
学
、
拓
殖
大

学
、
亜
細
亜
大
学
、
神
奈
川
大
学
、
関
西
学
院
大
学
、
近
畿
大
学
、
西
南
学
院
大
学
な
ど
を
加
え
た
各
校
が
常
連
校
と
い
っ
て
よ
い
。
な

お
一
九
九
一
年
以
降
の
市
長
選
当
選
者
の
出
身
大
学
別
累
積
延
人
数
を
数
え
る
と
、
早
稲
田
大
学
（
二
三
六
人
）
が
最
も
多
く
、
以
下
東

京
大
学
（
一
八
〇
人
）、
中
央
大
学
（
一
七
一
人
）、
慶
応
大
学
（
一
五
六
人
）、
日
本
大
学
（
一
五
五
人
）、
明
治
大
学
（
一
〇
二
人
）、
法
政
大

学
（
八
九
人
）、
京
都
大
学
（
七
一
人
）
が
七
〇
人
以
上
で
あ
り
、
こ
れ
ら
八
校
が
わ
が
国
の
市
・
区
長
の
主
た
る
輩
出
校
に
な
っ
て
い
る
。

三　

選
挙
状
況

（
一
）
投
票
率
（
表
11
）

本
年
投
票
の
行
わ
れ
た
一
九
九
選
挙
の
投
票
率
に
つ
い
て
は
八
〇
％
台
〜
二
〇
％
台
に
該
当
市
が
あ
り
、
四
分
の
一
近
く
（
二
四
・
一
％
）

の
四
八
を
占
め
た
六
〇
％
台
が
最
多
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
匹
敵
す
る
数
で
七
〇
％
台
が
四
〇
％
台
と
五
〇
％
台
を
上
回
っ
て
続
い

た
こ
と
は
、
例
年
よ
り
高
め
の
投
票
率
で
あ
っ
た
本
年
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
八
〇
％
以
上
の
高
投
票
率
市
は
最
高
の
平
戸
（
長
崎
、

八
六
・
一
五
％
）
を
初
め
竹
田
（
大
分
、
八
六
・
〇
三
％
）、
西
海
（
長
崎
、
八
五
・
五
六
％
）、
新
見
（
岡
山
、
八
四
・
六
四
％
）、
阿
蘇
（
熊
本
、

八
四
・
一
四
％
）、
十
日
町
（
新
潟
、
八
三
・
七
八
％
）、
庄
原
（
広
島
、
八
三
・
七
五
％
）、
豊
後
大
野
（
大
分
、
八
三
・
七
三
％
）、
長
門
（
山
口
、

八
三
・
六
三
％
）、
美
作
（
岡
山
、
八
三
・
五
〇
％
）、
上
野
原
（
山
梨
、
八
三
・
〇
五
％
）
の
他
二
一
市
に
及
ん
だ
。
他
方
、
最
低
は
二
五
・
八
八
％

の
朝
霞
（
埼
玉
）
で
、
富
士
（
静
岡
、
二
七
・
〇
六
％
）、
市
川
（
千
葉
、
二
九
・
九
六
％
）
の
三
市
が
三
割
に
届
か
な
か
っ
た
。
な
お
鶴
ヶ
島



四
四
八

（
埼
玉
、
三
八
・
八
九
％
）、
倉
吉
（
鳥
取
、
六
四
・
六
六
％
）、
福
島
（
八
三
・
五
〇
％
）
が
過
去
最
低
の
投
票
率

で
あ
っ
た
。

投
票
率
に
つ
い
て
は
「
小
都
市
に
お
い
て
高
く
、
中
都
市
、
大
都
市
と
な
る
に
つ
れ
て
低
下
す
る
」

傾
向
が
あ
る
の
で
、
人
口
規
模
と
の
相
関
性
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
人
口
五
万
人
未
満
に
お
い
て

は
「
高
」
投
票
率
（
投
票
率
七
〇
％
以
上
）
が
、
五
万
人
〜
二
〇
万
人
未
満
に
お
い
て
は
「
中
」
投
票
率

（
投
票
率
五
〇
〜
六
〇
％
台
）
が
、
二
〇
万
人
〜
三
〇
万
人
未
満
に
お
い
て
は
「
中
」〜「
低
」
投
票
率
（
投

票
率
五
〇
％
未
満
）
が
、
三
〇
万
人
以
上
に
お
い
て
は
「
低
」
投
票
率
の
割
合
が
最
も
最
も
高
く
な
る

か
ら
で
あ
る
（
表
11
）。

さ
ら
に
詳
し
く
見
る
と
、
人
口
「
三
万
人
未
満
」
の
小
都
市
で
は
圧
倒
的
に
「
高
」
投
票
率
市
の
比

率
が
高
い
の
に
対
し
（
二
〇
〇
〇
年
六
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
一
年
七
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
六
〇
・
〇
％
、

二
〇
〇
三
年
一
〇
〇
％
、
二
〇
〇
四
年
八
五
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
八
一
・
八
％
、
二
〇
〇
六
年
七
二
・
七
％
、

二
〇
〇
七
年
五
七
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
六
二
・
五
％
、
二
〇
〇
八
年
九
一
・
二
％
）、「
低
」
投
票
率
市
は
一
昨

年
と
昨
年
に
一
市
（
須
崎
）
あ
っ
た
も
の
の
、
皆
無
に
近
い
。「
三
万
人
以
上
五
万
人
未
満
」
の
市
も

同
様
の
特
徴
を
有
す
る
が
、「
高
」
投
票
率
市
の
割
合
が
低
く
な
り
（
同
六
六
・
七
％
、
四
六
・
二
％
、

五
九
・
五
％
、
六
九
・
〇
％
、
五
一
・
四
％
、
七
〇
・
七
％
、
五
九
・
〇
％
、
七
二
・
七
％
、
五
〇
・
〇
％
、
六
〇
・
〇
％
）、

そ
の
分
が
「
中
」
投
票
率
市
の
増
加
と
な
り
（
同
三
三
・
三
％
、
四
二
・
三
％
、
三
二
・
四
％
、
二
七
・
六
％
、

四
五
・
九
％
、
二
一
・
六
％
、
四
一
・
〇
％
、
二
七
・
三
％
、
五
〇
・
〇
％
、
三
三
・
三
％
）、「
低
」
投
票
率
市
も
若

表11　人口規模別投票率

投票率
市・区数

3万未満 3～ 5万人 5～10万人 10～20万人 20～30万人 30～50万人 50万以上 合　計
80％台 8 10 3 21
70％台 3 17 15 12 47
60％台 12 23 8 3 1 1 48
50％台 1 3 7 8 2 5 1 27
40％台 3 10 11 3 3 5 35
30％台 1 6 4 4 3 18
20％台 1 1 1 3
合　計 12 45 59 46 13 14 10 199



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
四
九

干
は
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
同
〇
％
、
一
一
・
五
％
、
八
・
一
％
、
三
・
四
％
、
二
・
七
％
、
七
・
八
％
、
〇
％
、
〇
％
、
〇
％
、
六
・
七
％
）。「
五
万

人
以
上
一
〇
万
人
未
満
」
で
は
、
二
〇
〇
四
〜
五
年
を
例
外
と
し
て
、「
中
」
投
票
率
市
が
最
も
多
く
な
り
（
同
五
五
・
六
％
、
四
八
・
六
％
、

六
三
・
六
％
、
五
九
・
五
％
、
三
七
・
〇
％
、
三
四
・
九
％
、
五
九
・
七
％
、
七
二
・
九
％
、
四
四
・
二
％
、
五
〇
・
八
％
）、
他
方
「
高
」
投
票
率
市
も
一
〜
二

割
台
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
（
同
一
六
・
七
％
、
二
〇
・
〇
％
、
一
三
・
六
％
、
二
四
・
三
％
、
三
四
・
八
％
、
四
四
・
六
％
、
二
二
・
八
％
、
一
三
・
六
％
、

二
五
・
六
％
、
一
八
・
六
％
）。
人
口
が
一
〇
万
人
を
超
え
る
と
明
ら
か
に
様
相
が
変
わ
り
、「
高
」
投
票
率
市
が
減
っ
て
、「
低
」
投
票
率
市

の
割
合
が
高
ま
る
。
た
だ
「
一
〇
万
人
以
上
二
〇
万
人
未
満
」
規
模
で
は
「
低
」
投
票
率
市
の
割
合
は
増
え
る
が
（
同
四
一・
七
％
、
五
九
・一
％
、

六
二
・
五
％
、
四
二
・
〇
％
、
五
七
・
七
％
、
四
三
・
九
％
、
三
九
・
四
％
、
三
三
・
三
％
、
五
五
・
六
％
、
三
九
・
一
％
）、「
中
」
投
票
率
市
が
ま
だ
か
な

り
の
比
率
で
存
在
す
る
（
同
、
五
二
・
〇
％
、
五
〇
・
〇
％
、
三
一
・
八
％
、
四
八
・
〇
％
、
三
四
・
六
％
、
一
九
・
五
％
、
四
五
・
五
％
、
六
六
・
七
％
、

三
七
・
〇
％
、
三
四
・
八
％
）。
人
口
三
〇
万
人
以
上
の
大
都
市
に
な
る
と
、「
高
」
投
票
率
市
が
な
く
な
り
、「
中
」
投
票
率
市
も
減
っ
て
大

半
が
「
低
」
投
票
率
市
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
三
〇
万
人
以
上
五
〇
万
人
未
満
」
を
見
る
と
、
一
九
九
二
年
に
「
低
」
投
票
率

市
が
圧
倒
的
優
位
に
転
じ
て
以
来
、
本
年
は
多
少
低
い
が
（「
低
」
投
票
率
市
五
七
・
一
％
、「
中
」
投
票
率
市
四
二
・
九
％
）、
常
に
前
者
が
後
者

を
大
き
く
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
「
高
」
投
票
率
市
は
依
然
皆
無
の
ま
ま
で
あ
る
。
人
口
「
五
〇
万
人
以
上
」
に
つ
い
て
は
一
昨

年
「
中
」
投
票
率
市
が
三
分
の
一
を
占
め
る
と
い
う
異
変
が
あ
り
、
本
年
も
「
中
」
投
票
率
市
二
〇
％
は
若
干
高
め
で
あ
っ
た
も
の
の
、

「
低
」
投
票
率
市
が
八
〇
％
で
「
高
」
投
票
率
市
は
本
年
を
含
め
未
だ
に
一
例
も
な
い
状
態
が
続
い
た
か
ら
「
高
」
投
票
率
市
優
位
は
揺

る
が
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。



四
五
〇

（
二
）
無
投
票
選
挙

無
投
票
選
挙
は
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
は
全
選
挙
の
四
分
の
一
以
上
を
も
占
め
て
い
た
が
（
一
九
九
〇
年
二
七
・
四
％
、
九
一
年
二
六
・
六
％
、

九
二
年
二
六
・
二
％
、
九
三
年
二
八
・
六
％
、
九
四
年
二
五
・
七
％
）、
一
九
九
五
年
に
二
五
％
、
一
九
九
六
年
に
二
〇
％
を
割
っ
て
以
後
、
ほ
ぼ

一
年
お
き
に
二
〇
％
台
前
半
と
一
〇
％
台
後
半
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
長
期
的
に
は
比
率
を
下
げ
て
行
っ
た
か
ら
、
近
い
将
来
に
無
投
票
が

急
激
に
減
る
と
予
測
さ
れ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
四
年
以
降
は
二
割
台
が
状
態
に
な
る
ま
で
に
回
復
し
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
二
八
・
四
％
、

二
〇
〇
一
年
一
八
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
二
二
・
三
％
、
二
〇
〇
三
年
一
三
・
九
％
、
二
〇
〇
四
年
二
八
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
二
〇
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年

二
二
・
七
％
、
二
〇
〇
七
年
一
八
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
二
一
・
〇
％
、
二
〇
〇
四
年
二
四
・
六
％
）。

人
口
規
模
の
点
か
ら
無
投
票
選
挙
を
見
る
と
（
表
12
│
1
）、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
「
小
」
都
市
に
特
徴
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
二
〇
〇
〇
年
以
降
だ
け

を
取
っ
て
も
、
三
分
の
二
以
上
が

一
〇
万
人
以
下
の
都
市
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ

る
（
二
〇
〇
〇
年
九
二
・
五
％
、

二
〇
〇
一
年
九
二
・
九
％
、
二
〇
〇
二

年
九
五
・
五
％
、
二
〇
〇
三
年

六
八
・
六
％
、
二
〇
〇
四
年

九
〇
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年

表12　人口規模別・就業構造別・
　　当選回数別無投票選挙数

1 　人口規模
3万人未満 7

3 万人以上～ 5万人未満 28
5 万人以上～ 10万人未満 22
10万人以上～ 20万人未満 7
20万人以上～ 30万人未満
30万人以上～ 50万人未満 1

50万人以上
合　計 65

2 　当選回数
1 3
2 54
3 6
4 2
5

合　計 65

3 　年齢
30歳代
40歳代 5
50歳代 21
60歳代 35
70歳代 4
80歳代
合　計 65



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
五
一

七
三
・
七
％
、
二
〇
〇
六
年
八
七
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年
七
〇
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
九
四
・
一
％
、
二
〇
〇
九
年
八
七
・
七
％
）。
さ
ら
に
各
都
市
規
模
に

お
け
る
無
投
票
の
割
合
を
見
る
と
、
概
し
て
規
模
の
小
さ
い
都
市
ほ
ど
高
く
、
大
き
く
な
る
ほ
ど
都
市
ほ
ど
低
く
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
三
万
人
未
満
」
で
は
半
分
か
ら
三
分
の
一
が
無
投
票
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
五
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
一
年
三
三
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
三
七
・
五
％
、

二
〇
〇
三
年
二
二
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
六
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
四
五
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
五
四
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年
五
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
八
年

三
八
・
五
％
、
二
〇
〇
九
年
三
六
・
八
％
）。「
三
万
人
以
上
五
万
人
未
満
」
に
な
る
と
二
〜
四
割
台
に
落
ち
（
同
五
七
・
一
％
、
二
七
・
八
％
、
三
二
・
七
％
、

二
八
・
二
％
、
三
二
・
七
％
、
四
三
・
一
％
、
四
一
・
〇
％
、
二
九
・
〇
％
、
三
四
・
九
％
、
三
八
・
四
％
）、「
五
万
人
以
上
一
〇
万
人
未
満
」
で
は
比
率

は
さ
ら
に
下
が
る
（
同
二
三
・
四
％
、
二
五
・
五
％
、
二
二
・
八
％
、
九
・
六
％
、
二
八
・
一
％
、
一
八
・
一
％
、
三
五
・
一
％
、
一
四
・
五
％
、
二
一
・
八
％
、

二
七
・
二
％
）。「
中
」
都
市
に
な
る
と
割
合
は
、
年
に
よ
っ
て
二
割
台
、
三
割
台
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
概
ね
一
桁
台
か
ら
一
割
台
前
半

止
ま
り
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
七
・
五
％
、
二
〇
〇
一
年
三
・
六
％
、
二
〇
〇
二
年
四
・
五
％
、
二
〇
〇
三
年
三
一
・
四
％
、
二
〇
〇
四
年
九
・
三
％
、

二
〇
〇
五
年
二
六
・
三
％
、
二
〇
〇
六
年
一
二
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年
二
一
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
五
・
六
％
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
・
六
％
）。「
大
」
都
市
に

お
け
る
無
投
票
は
、
こ
れ
ま
で
二
〇
〇
一
年
の
一
件
、
二
〇
〇
七
年
の
三
件
、
本
年
一
件
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。

無
投
票
当
選
者
の
圧
倒
的
多
数
は
現
職
市
長
で
あ
る
。
比
率
は
新
市
が
多
く
誕
生
し
た
二
〇
〇
四
年
〜
二
〇
〇
六
年
を
例
外
と
し
て
、

八
〜
九
割
台
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
続
け
て
き
た
。
本
年
は
例
年
に
増
し
て
多
く
（
九
五
・
四
％
）、
二
〇
〇
〇
年
代
で
最
高
で
あ
っ
た

（
一
九
九
二
年
八
八
・
九
％
、
九
三
年
八
一
・
八
％
、
九
四
年
八
四
・
四
％
、
九
五
年
八
五
・
〇
％
、
九
六
年
八
九
・
三
％
、
九
七
年
九
五
・
二
％
、
九
八
年

九
四
・
六
％
、
九
九
年
九
七
・
八
％
、
二
〇
〇
〇
年
九
二
・
五
％
、
二
〇
〇
一
年
八
九
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
八
八
・
九
％
、
二
〇
〇
三
年
八
五
・
七
％
、

二
〇
〇
四
年
六
六
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
二
八
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
四
三
・
八
％
、
二
〇
〇
七
年
八
一
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
七
六
・
五
％
）。

当
選
回
数
別
に
関
し
て
は
（
表
12
│
2
）、
通
常
通
り
大
半
が
「
一
回
」
〜
「
四
回
」
で
あ
っ
た
が
、
昨
年
久
し
振
り
に
最
多
と
な
っ



四
五
二

た
「
二
回
」
が
さ
ら
に
比
率
を
高
め
た
（
八
三
・
一
％
）。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
続
い
た
「
三
回
」（
九
・
二
％
）、「
一
回
」（
四
・
六
％
）、「
四
回
」

（
三
・
一
％
）
は
い
ず
れ
も
一
割
以
下
で
あ
っ
た
。
な
お
「
五
回
」
以
上
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
年
齢
の
面
か
ら
無
投
票
当
選
者
を
見
る
と
（
表
12
│
3
）、
本
年
を
含
め
、
例
年
、
大
半
が
六
〇
歳
代
と
五
〇
歳
代
に
集
中
す
る
。

六
〇
歳
代
は
例
年
四
〜
五
割
を
占
め
る
。
昨
年
多
少
多
か
っ
た
が
、
本
年
は
通
常
の
範
囲
内
（
五
三
・
八
％
）
に
戻
っ
た
（
二
〇
〇
二
年

五
二
・
四
％
、
二
〇
〇
三
年
四
二
・
九
％
、
二
〇
〇
四
年
五
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
四
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年
四
一
・
七
％
、
二
〇
〇
七
年
五
一
・
四
％
、

二
〇
〇
八
年
六
一
・
八
％
）。
こ
れ
に
次
ぐ
五
〇
歳
代
は
概
ね
三
割
台
で
あ
る
（
同
二
六
・
二
％
、
三
七
・
一
％
、
三
一
・
五
％
、
三
八
・
六
％
、
三
七
・
五
％
、

三
五
・
一
％
、
二
六
・
五
％
、
三
二
・
三
％
）。
続
い
て
最
近
ま
で
は
七
〇
歳
代
が
一
割
台
（
同
一
四
・
三
％
、
一
四
・
三
％
、
一
八
・
五
％
、
一
〇
・
五
％
、

一
四
・
六
％
、
五
・
四
％
、
五
・
九
％
）
の
順
と
な
る
。
四
〇
歳
代
が
一
割
以
下
で
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
も
低
下
気
味
で
、
本
年
は
四
〇
歳
代

（
同
七
・
一
％
、
五
・
七
％
、
〇
％
、
八
・
八
％
、
四
・
二
％
、
八
・
八
％
、
五
・
九
％
、
七
・
七
％
）
七
〇
歳
代
（
同
一
四
・
三
％
、
一
四
・
三
％
、
一
八
・
五
％
、

一
〇
・
五
％
、
一
四
・
六
％
、
五
・
四
％
、
五
・
九
％
、
六
・
二
％
）
を
上
回
っ
た
。
な
お
三
〇
歳
代
と
八
〇
歳
代
に
は
該
当
者
が
な
か
っ
た
。

（
三
）
現
職
の
落
選

本
年
も
現
職
の
再
選
が
厳
し
い
年
で
あ
っ
た
。
現
職
が
再
選
に
挑
ん
で
失
敗
す
る
割
合
は
通
常
一
割
台
で
あ
る
が
、
過
去
最
高
の
昨
年

ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
や
は
り
二
割
を
超
え
た
（
二
二
・
三
％
）
か
ら
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
一
三
・
九
％
、
二
〇
〇
一
年
一
六
・
五
％
、

二
〇
〇
二
年
一
四
・
〇
％
、
二
〇
〇
三
年
一
六
・
八
％
、
二
〇
〇
四
年
一
九
・
八
％
、
二
〇
〇
五
年
一
五
・
七
％
、
二
〇
〇
六
年
二
一
・
六
％
、
二
〇
〇
七
年

一
二
・
八
％
、
二
〇
〇
八
年
二
五
・
五
％
）。
内
容
面
で
も
変
動
的
で
、
本
来
再
選
の
確
率
が
最
も
高
く
、
落
選
は
一
割
程
度
で
あ
っ
た
二
期
目

が
昨
年
に
続
き
二
割
台
で
首
位
と
な
っ
た
（
同
八
・
〇
％
、
一
二
・
五
％
、
六
・
五
％
、
一
〇
・
〇
％
、
一
一
・
九
％
、
一
一
・
五
％
、
一
三
・
三
％
、
三
・
〇
％
、
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四
五
三

二
四
・
四
％
、
二
三
・
二
％
）。
三
期
目
を
目
ざ
し
た
候
補
者
に
つ
い
て
は
、
昨
年
三
割
台
ま
で
急
増
し
た
落
選
率
が
通
常
の
一
割
台
後
半
に

戻
っ
た
（
同
一
三
・
三
％
、
一
八
・
九
％
、
一
八
・
九
％
、
一
八
・
八
％
、
二
〇
・
五
％
、
一
三
・
六
％
、
二
五
・
九
％
、
一
九
・
四
％
、
三
三
・
三
％
、
一
六
・
一
％
）。

四
期
目
以
上
は
数
が
少
な
い
が
、
本
年
は
四
期
目
が
八
人
全
員
当
選
（
二
〇
〇
四
年
四
七
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
四
四
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年

二
三
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年
三
三
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
七
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
〇
％
）、
五
期
目
が
二
人
と
も
落
選
と
明
暗
が
分
か
れ
た
。

（
四
）
多
選
（
表
13
）

当
選
回
数
三
回
以
上
を
「
多
選
」
と
す
る
と
、
か
つ
て
は
三
分
の
一
程
度
が
こ
れ
に
該
当
し
た
。
新
市
急
増
の
影
響
は
こ
こ
に
も
及
び
、

二
〇
〇
四
年
に
は
四
分
の
一
に
、
二
〇
〇
五
年
に
は
一
〇
分
の
一
に
ま
で
激
減
し
た
。
二
〇
〇
六
年
か
ら
増
加
に
転
じ
、
一
昨
年
こ
そ

二
〇
％
台
を
記
録
し
た
が
、
本
年
の
結
果
を
見
る
限
り
、
影
響
を
脱
し
て
は
い
な
い
（
二
〇
〇
〇
年
三
三
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
三
四
・
〇
％
、

二
〇
〇
二
年
三
二
・
三
％
、
二
〇
〇
三
年
三
三
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
二
六
・
四
％
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年
一
七
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年

二
三
・
〇
％
、
二
〇
〇
八
年
一
四
・
二
％
、
二
〇
〇
九
年
一
二
・
九
％
）。

多
選
に
お
け
る
回
数
別
構
成
で
は
、
回
数
の
少
な
い
ほ
ど
比
率
が
高
い
と
い
っ
た
明
確
な
特
徴
が
あ
る
が
、
該
当
数
が
少
な
い
た
め
論

じ
る
意
味
が
少
な
い
。
引
き
続
き
経
年
変
化
を
見
て
行
く
の
で
あ
え
て
触
れ
て
お
く
。
最
も
多
い
三
回
は
低
く
て
も
五
割
以
上
、
高
け
れ

ば
七
割
台
を
占
め
る
（
二
〇
〇
〇
年
五
五
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
五
八
・
八
％
、
二
〇
〇
二
年
七
一
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
六
六
・
七
％
、
二
〇
〇
四
年

六
二
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
六
二
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
五
四
・
一
％
、
二
〇
〇
七
年
六
一
・
七
％
、
二
〇
〇
八
年
六
九
・
六
％
、
二
〇
〇
九
年
七
六
・
五
％
）。

し
た
が
っ
て
四
回
以
上
に
な
る
と
ず
っ
と
少
な
く
な
り
、
四
回
で
一
〇
〜
二
〇
％
台
（
同
一
九
・
一
％
、
二
五
・
五
％
、
二
五
・
〇
％
、
一
七
・
九
％
、

一
七
・
六
％
、
一
七
・
二
％
、
三
五
・
一
％
、
二
五
・
五
％
、
一
三
・
〇
％
、
二
七
・
五
％
）、
五
回
で
は
さ
ら
に
低
く
、
一
〇
％
前
後
（
同
一
四
・
九
％
、



四
五
四

七
・
八
％
、
一
・
七
％
、
一
一
・
九
％
、
九
・
八
％
、
一
七
・
二
％
、
八
・
一
％
、
六
・
四
％
、
一
七
・
四
％
、
〇
％
）
と

な
る
。

さ
ら
に
人
口
規
模
ご
と
に
特
徴
を
検
討
す
る
が
、
上
と
同
じ
理
由
で
こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
本
年
の
結

果
に
つ
い
て
述
べ
る
に
止
め
る
。「
小
」
都
市
に
お
い
て
は
二
〇
〇
三
年
ま
で
は
概
ね
三
割
以
上
が
多

選
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
に
二
割
台
に
、
二
〇
〇
五
年
に
一
割
ま
で
減
っ
た
。
そ
の
後
も
二
割
台

に
止
ま
っ
て
い
た
が
（
二
〇
〇
〇
年
三
二
・
六
％
、
二
〇
〇
一
年
三
〇
・
五
％
、
二
〇
〇
二
年
三
三
・
一
％
、

二
〇
〇
三
年
四
〇
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
二
四
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
一
一
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
二
四
・
三
％
、

二
〇
〇
七
年
二
〇
・
二
％
）、
本
年
の
激
減
振
り
（
七
・
二
％
）
は
異
常
と
言
っ
て
よ
い
。「
中
」
都
市
の
場

合
は
二
〇
〇
五
年
と
二
〇
〇
六
年
に
大
幅
に
減
ら
し
た
が
（
同
四
〇
・
〇
％
、
四
四
・
一
％
、
二
四
・
二
％
、

四
〇
・
三
％
、
三
三
・
三
％
、
一
五
・
二
％
、
九
・
八
％
、
二
六
・
七
％
）、
昨
年
に
続
き
二
割
台
を
確
保
し
た
。

こ
の
間
「
大
」
都
市
に
お
い
て
も
多
選
の
割
合
は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
が
（
同
四
〇
・
〇
％
、
三
三
・
三
％
、

四
一
・
二
％
、
三
〇
・
三
％
、
二
六
・
七
％
、
三
六
・
〇
％
、
二
五
・
〇
％
、
二
六
・
七
％
）、
本
年
は
一
転
最
高
値

（
四
五
・
五
％
）
を
示
し
た
。
本
年
の
結
果
は
「
小
」
都
市
五
二
・
九
％
、「
小
」
都
市
三
五
・
三
％
、「
小
」

都
市
一
一
・
八
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
従
来
の
傾
向
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
五
）
得
票
率

ま
ず
当
選
者
を
中
心
に
（
相
対
）
得
票
率
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
表
14
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

表13　人口規模別多選数

当選回数
人口規模別市・区数

3万未満 3万～ 5万 5万～10万 10万～20万 20万～30万 30万～50万 50万以上 合　計

6 0

5 0

4 2 1 1 4 8

3 2 2 10 5 3 2 2 26

合計 4 3 11 9 3 2 2 34
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四
五
五

う
に
各
市
に
お
け
る
当
選
者
の
得
票
率
は
本
年
も
九
〇
％
台
か
ら
二
〇
％
台
ま
で
広
範
に
及

ん
で
い
た
。
高
低
各
一
〇
位
ま
で
を
拾
う
と
、
最
高
は
八
九
・
五
七
％
の
朝
来
（
兵
庫
）
で
、

以
下
熊
谷
（
埼
玉
）
八
三
・
六
五
％
、
高
岡
（
富
山
）
八
三
・
七
三
％
、
富
山
八
三
・
五
九
％
、

朝
霞
（
埼
玉
）
八
三
・
五
九
％
、
伊
豆
の
国
（
静
岡
）、
一
関
（
岩
手
）
八
二
・
一
四
％
、
福
島

八
一
・
四
一
％
、
富
士
（
静
岡
）
八
一
・
〇
四
％
、
大
田
（
島
根
）
石
岡
（
茨
城
）
三
四
・
六
三
％
、

新
宮
（
和
歌
山
）
三
四
・
八
四
％
、
市
川
（
千
葉
）
三
五
・
〇
九
％
、
諫
早
（
長
崎
）

三
五
・
六
二
％
、
旭
（
千
葉
）
三
六
・
六
二
％
、
米
子
（
鳥
取
）
三
七
・
二
二
％
、
岡
山　

三
七
・
三
一
％
、
川
崎
（
神
奈
川
）
三
七
・
三
三
％
と
な
っ
て
い
た
。

全
体
の
分
布
を
見
る
と
、
得
票
率
は
例
年
「
四
〇
％
台
」
〜
「
六
〇
％
台
」
に
全
体
の
七

〜
八
割
が
集
中
す
る
。
そ
の
中
で
例
年
最
も
多
い
の
が
「
五
〇
％
台
」
で
、
三
〜
四
割
を
占

め
る
。
本
年
も
過
去
最
高
の
昨
年
に
は
及
ば
な
か
っ
た
が
連
続
し
て
四
〇
％
台
を
記
録
し
た

（
二
〇
〇
〇
年
四
五
・
五
％
、
二
〇
〇
一
年
三
五
・
二
％
、
二
〇
〇
二
年
三
六
・
八
％
、
二
〇
〇
三
年

三
九
・
九
％
、
二
〇
〇
四
年
三
五
・
三
％
、
二
〇
〇
五
年
三
九
・
八
％
、
二
〇
〇
六
年
四
三
・
六
％
、

二
〇
〇
七
年
三
七
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
四
九
・
二
％
、
二
〇
〇
九
年
四
四
・
二
％
）。「
五
〇
％
台
」
に

次
い
だ
「
四
〇
％
台
」
は
二
割
台
を
回
復
し
た
（
同
一
二
・
九
％
、
一
七
・
二
％
、
二
〇
・
一
％
、

一
三
・
〇
％
、
二
〇
・
一
％
、
二
二
・
六
％
、
二
〇
・
二
％
、
二
一
・
〇
％
、
一
四
・
八
％
、
二
〇
・
一
％
）。

「
六
〇
％
台
」
は
多
少
比
率
を
高
め
た
が
、「
四
〇
％
台
」
を
上
回
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た

表14　当選者の得票率及び得票率の差

得票率 人数 得票率の差 人数 絶対得票率 人数
90％台 3％未満 20 60％台 1
80％台 10 3 ～ 5 16 50％台 12
70％台 13 5 ～ 10 38 40％台 44
60％台 34 10 ～ 20 49 30％台 70
50％台 88 20 ～ 30 39 20％台 55
40％台 40 30 ～ 40 13 10％台 17
30％台 13 40 ～ 50 6
20％台 1 50％以上 18
合　計 199 合　計 199 合　計 199
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（
同
一
五
・
八
％
、
一
四
・
八
％
、
二
二
・
九
％
、
一
九
・
二
％
、
二
〇
・
九
％
、
一
四
・
八
％
、
一
四
・
七
％
、
一
三
・
一
％
、
一
一
・
七
％
、
一
七
・
一
％
）。

「
七
〇
％
台
」
の
は
一
割
以
下
に
ま
で
減
っ
て
来
て
い
る
（
同
一
二
・
九
％
、
一
四
・
八
％
、
九
・
〇
％
、
一
二
・
五
％
、
一
〇
・
八
％
、
一
〇
・
〇
％
、

六
・
一
％
、
一
一・
四
％
、
七
・
八
％
、
六
・
五
％
）。
低
得
票
率
の
「
三
〇
％
台
」
以
下
と
高
得
票
率
の
「
八
〇
％
台
」
以
上
で
は
前
者
（
同
六
・
九
％
、

一
一
・
五
％
、
六
・
三
％
、
八
・
二
％
、
八
・
六
％
、
八
・
一
％
、
一
一
・
七
％
、
九
・
〇
％
、
一
一
・
七
％
、
七
・
〇
％
）
が
後
者
（
同
五
・
九
％
、
六
・
六
％
、

四
・
九
％
、
七
・
二
％
、
四
・
三
％
、
四
・
五
％
、
三
・
七
％
、
八
・
四
％
、
四
・
七
％
、
五
・
〇
％
）
を
上
回
る
が
、
比
率
は
一
割
に
満
た
な
い
年
が
多
い
。

得
票
率
に
関
し
て
は
「
中
」
得
票
率
市
（
得
票
率
五
〇
〜
六
〇
％
台
）
が
本
年
を
含
め
ほ
ぼ
一
貫
し
て
五
〜
六
割
台
を
占
め
る
（
二
〇
〇
〇

年
六
一
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
五
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
五
九
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
五
九
・
一
％
、
二
〇
〇
四
年
五
六
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
五
四
・
八
％
、

二
〇
〇
六
年
五
八
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
五
〇
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
六
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
九
年
六
一
・
三
％
）。
そ
う
し
た
中
で
最
近
顕
著
に
な
っ
て

き
た
は
「
低
」
得
票
率
市
（
得
票
率
五
〇
％
未
満
）
と
「
高
」
得
票
率
市
（
得
票
率
七
〇
％
以
上
）
と
の
間
に
変
化
が
出
て
来
た
。
前
者
の
後

者
に
対
す
る
優
位
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
低
」
得
票
率
市
は
、
か
つ
て
は
一
割
台
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
一
年
以
降
は
確
実
に
二
割
以
上
、

時
に
三
割
台
を
占
め
て
来
て
い
る
（
同
一
九
・
八
％
、
二
八
・
七
％
、
二
六
・
四
％
、
二
一
・
二
％
、
二
八
・
八
％
、
三
〇
・
八
％
、
三
一
・
九
％
、
二
九
・
九
％
、

二
六
・
六
％
、
二
七
・
一
％
）。
逆
に
「
高
」
得
票
率
市
は
二
割
を
超
え
る
こ
と
が
な
く
な
り
、「
低
」
得
票
率
市
と
の
差
が
大
き
く
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
（
同
一
八
・
八
％
、
二
一
・
三
％
、
一
三
・
九
％
、
一
九
・
七
％
、
一
五
・
一
％
、
一
七
・
二
％
、
九
・
八
％
、
一
九
・
八
％
、
一
二
・
五
％
、

一
一
・
六
％
）。

次
に
各
選
挙
に
お
け
る
当
選
者
と
次
点
者
と
の
得
票
率
の
差
に
つ
い
て
述
べ
る
（
表
14
中
央
列
）。
投
票
の
行
わ
れ
た
一
九
九
選
挙
中
に

は
、
本
年
も
僅
差
の
選
挙
か
ら
大
差
の
無
風
選
挙
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
た
。
全
体
的
に
接
戦
が
多
く
、
一
％
差
以
内
に
〇
・
一
％
、
三
九

票
差
の
彦
根
（
滋
賀
）
を
筆
頭
に
行
方
（
〇
・
一
四
％
、
三
四
票
差
）、
霧
島
（
〇
・
三
一
％
、
二
〇
七
票
差
）、
士
別
（
〇
・
三
三
％
、
五
一
票
差
）、
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旭
（
〇
・
三
九
％
、
一
三
八
票
差
）、
西
海
（
〇
・
三
九
％
、
八
八
票
差
）、
長
野
（
〇
・
四
四
％
、
六
五
一
票
差
）、
諫
早
（
〇
・
四
四
％
、
三
四
四
票
差
）、

豊
後
大
野
（
〇
・
四
六
％
、
一
三
二
票
差
）、
菊
池
（
〇
・
七
八
％
、
二
一
票
差
）
の
一
〇
市
が
ひ
し
め
い
た
。
最
も
接
近
し
て
い
た
の
は
彦
根
で
、

率
に
し
て
〇
・一
〇
％
、
僅
か
三
九
票
差
で
あ
っ
た
。
逆
に
開
き
の
大
き
な
方
で
は
、
珍
し
く
八
〇
％
以
上
は
な
く
、
七
〇
％
台
も
最
大
の
朝

来
（
七
九
・
二
％
）
と
こ
れ
に
続
く
鯖
江
（
七
二
・
四
％
）
二
市
だ
け
し
か
な
か
っ
た
。

さ
て
、
当
選
者
と
次
点
者
と
の
得
票
率
差
に
着
目
す
る
と
、
わ
が
国
の
地
方
選
挙
に
は
総
じ
て
緊
張
感
が
欠
如
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
（
表
15
）。
例
え
ば
か
な
り
の
差
が
つ
い
た
と
判
断
さ
れ
る
得
票
率
差
一
〇
％
以
上
の
選
挙
が
、
か
つ
て
の
よ
う
に
七
割
を
超

え
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
依
然
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
七
四
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
七
〇
・
五
％
、

二
〇
〇
二
年
七
〇
・
一
％
、
二
〇
〇
三
年
七
一
・
二
％
、
二
〇
〇
四
年
五
六
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
六
一
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
六
三
・
二
％
、
二
〇
〇
七
年

六
八
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
六
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
九
年
六
二
・
八
％
）。
さ
ら
に
二
〇
％
以
上
差
が
開
け
ば
一
方
的
な
選
挙
と
見
て
よ
い
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
も
減
っ
て
は
来
て
い
る
が
、
ま
だ
三
割
台
も
あ
る
（
同
四
六
・
五
％
、
四
六
・
七
％
、
四
六
・
五
％
、
四
八
・
一
％
、
三
八
・
八
％
、

三
四
・
八
％
、
三
三
・
一
％
、
四
三
・
一
％
、
三
五
・
二
％
、
三
八
・
二
％
）。
さ
ら
に
一
八
の
選
挙
（
九
・
〇
％
）
が
五
〇
％
を
超
え
る
差
の
無
風
選
挙

で
あ
る
。
戦
い
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
選
挙
の
か
た
ち
は
得
票
率
差
一
〇
％
未
満
差
の
選
挙
で
あ
ろ
う
が
、
漸
増
し
て
い
る
と
は
い
え
三
割

台
に
過
ぎ
な
い
（
同
二
五
・
七
％
、
二
九
・
五
％
、
二
九
・
九
％
、
二
八
・
八
％
、
四
三
・
九
％
、
三
八
・
九
％
、
三
〇
・
七
％
、
三
一
・
七
％
、
三
九
・
一
％
、

三
七
・
二
％
）。
有
権
者
の
関
心
を
掻
き
立
て
る
「
五
％
未
満
」
の
選
挙
を
二
〇
％
以
上
確
実
に
維
持
で
き
る
か
が
注
目
点
で
あ
る
が
、
本

年
は
下
回
っ
た
（
同
一
七
・
八
％
、
一
五
・
六
％
、
一
六
・
七
％
、
一
五
・
四
％
、
二
三
・
〇
％
、
二
〇
・
八
％
、
二
二
・
二
％
、
一
六
・
一
％
、
二
三
・
四
％
、

一
八
・
一
％
）。
な
お
、
さ
ら
に
僅
差
の
「
三
％
未
満
」
の
選
挙
は
例
年
一
割
強
程
度
見
ら
れ
る
（
同
一
五
・
八
％
、
九
・
八
％
、
八
・
三
％
、

六
・
七
％
、
二
〇
・
九
％
、
一
〇
・
四
％
、
一
四
・
二
％
、
一
二
・
〇
％
、
一
四
・
一
％
）。
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次
に
当
選
者
の
絶
対
得
票
率
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
表
14
右
欄
）。
率
は
本
年
も
六
二
・
三
二
％
の
西
之
表
（
鹿
児
島
）
か
ら
一
〇
・
五
一
％

の
市
川
（
千
葉
）
ま
で
広
範
に
渡
っ
た
。
全
体
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
、
五
〇
％
以
上
を
「
高
」
得
票
率
、
三
〇
〜
四
〇
％
台
を

「
中
」
得
票
率
、
二
〇
％
以
下
を
「
低
」
得
票
率
と
す
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
多
少
の
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
一
定
の
傾
向
で
推
移

し
て
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
「
中
」
得
票
率
五
割
台
（
二
〇
〇
〇
年
五
二
・
五
％
、
二
〇
〇
一
年
四
一
・
六
％
、
二
〇
〇
二
年

五
四
・
九
％
、
二
〇
〇
三
年
六
〇
・
一
％
、
二
〇
〇
四
年
五
三
・
二
％
、
二
〇
〇
五
年
五
七
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
五
一
・
五
％
、
二
〇
〇
七
年
五
二
・
七
％
、

二
〇
〇
八
年
五
三
・
一
％
、
二
〇
〇
九
年
五
七
・
三
％
）、「
低
」
得
票
率
四
割
台
（
同
四
一
・
六
％
、
四
九
・
二
％
、
四
〇
・
三
％
、
三
四
・
六
％
、
四
〇
・
三
％
、

三
七
・
六
％
、
四
四
・
八
％
、
四
三
・
七
％
、
四
六
・
一
％
、
三
六
・
二
％
）、
し
た
が
っ
て
「
高
」
得
票
率
は
常
に
一
割
以
下
（
同
五
・
九
％
、
九
・
二
％
、

四
・
八
％
、
五
・
三
％
、
年
六
・
五
％
、
五
・
〇
％
、
三
・
七
％
、
三
・
六
％
、
〇
・
八
％
、
年
六
・
五
％
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
絶
対
得
票
率
は
有
権
者
全
体
か
ら
の
支
持
の
程
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
三
〇
％
に
達
し
な
い
市
・
区
が

全
体
の
四
割
以
上
も
存
在
し
て
い
る
現
状
は
看
過
で
き
な
い
。
参
考
ま
で
に
本
年
絶
対
得
票
率
が
一
〇
％
台
に
終
わ
っ
た
一
七
市
・
区
を

挙
げ
る
と
、
最
低
の
市
川
（
一
〇
・
五
一
％
）
を
は
じ
め
、
彦
根
（
一
一
・
四
六
％
）、
川
崎
（
一
三
・
四
七
％
）、
神
戸
（
一
三
・
五
三
％
）、
船
橋

（
一
四
・
二
八
％
）、
宝
塚
（
一
四
・
六
七
％
）、
岡
山
（
一
六
・
四
四
％
）、
さ
い
た
ま
（
一
六
・
五
二
％
）、
西
東
京
（
一
七
・
〇
〇
％
）、
ふ
じ
み
野

（
一
七
・
一
〇
％
）、
柏
（
一
八
・
三
一
％
）、
和
光
（
一
八
・
六
九
％
）、
長
野
（
一
九
・
三
五
％
）、
草
加
（
一
九
・
四
一
％
）、
越
谷
（
一
九
・
四
七
％
）、

龍
ヶ
崎
（
一
九
・
八
七
％
）、
横
須
賀
（
一
九
・
九
〇
％
）
な
ど
、
多
く
が
中
〜
大
都
市
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
選
挙
が
果
た
し
て
有
効
な
の
か
、

ま
た
有
権
者
の
五
人
に
一
人
の
支
持
す
ら
得
ら
れ
な
い
代
表
者
（
市
長
）
に
よ
る
市
政
運
営
が
正
当
性
を
獲
得
で
き
る
の
か
、
は
な
は
だ

疑
問
な
し
と
し
な
い
。
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（
六
）
対
決
の
パ
タ
ー
ン

（
イ
）
年
齢
層
別
（
表
15
）

市
区
長
選
挙
が
ど
の
よ
う
な
年
齢
層
の
候
補
者
た
ち
で
争
わ
れ
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
は
、

選
挙
の
実
相
を
知
る
上
で
有
効
な
手
が
か
り
と
な
る
。
大
部
分
の
選
挙
は
、
候
補
者
が
三
人
以
上

い
て
も
実
質
的
に
は
一
位
と
二
位
の
戦
い
と
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
当
選
者
と
次
点
者
と

の
年
齢
対
決
と
し
て
パ
タ
ー
ン
化
す
る
こ
と
で
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
変
化
の
様
相
を
特
徴
づ
け

て
み
た
い
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
市
区
長
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
は
六
〇
歳
代
と
五
〇
歳
代
が
多
い
か
ら
、

年
齢
面
で
の
対
決
パ
タ
ー
ン
は
常
に
「
六
〇
歳
代
」
対
「
五
〇
歳
代
」
が
最
多
と
な
る
。
全
体
に

占
め
る
比
率
は
、
年
に
よ
っ
て
は
二
割
台
に
落
ち
る
こ
と
も
あ
る
が
、
三
割
を
超
え
る
年
が
多
く
、

他
の
パ
タ
ー
ン
を
大
き
く
上
回
る
（
二
〇
〇
〇
年
三
二
・
七
％
、
二
〇
〇
一
年
三
三
・
六
％
、
二
〇
〇
二
年

三
二
・
六
％
、
二
〇
〇
三
年
二
四
・
〇
％
、
二
〇
〇
四
年
二
八
・
一
％
、
二
〇
〇
五
年
三
三
・
五
％
、
二
〇
〇
六

年
三
四
・
四
％
、
二
〇
〇
七
年
二
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
八
年
三
四
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
三
三
・
七
％
）。
こ
れ

に
次
ぐ
の
は
「
六
〇
歳
代
」
同
士
で
、
徐
々
に
比
率
を
上
げ
て
来
て
い
る
（
同
一
〇
・
一
％
、

六
・
九
％
、
一
一
・
五
％
、
一
一
・
八
％
、
一
七
・
三
％
、
一
八
・
六
％
、
一
五
・
三
％
、
一
一
・
八
％
、
一
五
・
四
％
、

一
九
・
六
％
）。
他
方
「
六
〇
歳
代
」
同
士
と
拮
抗
し
て
い
た
「
五
〇
歳
代
」
同
士
は
減
少
が
止
ま

ら
ず
、
本
年
も
一
割
に
満
た
な
か
っ
た
（
同
一
二
・
一
％
、
一
四
・
九
％
、
一
六
・
四
％
、
一
七
・
四
％
、

表15　年代別対決のパターン

年　代
落選者

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 合　計

当
選
者

30歳代 1 4 7 12
40歳代 2 4 10 1 17
50歳代 4 4 16 24 5 53
60歳代 2 14 43 39 9 107
70歳代 4 5 1 10
合　計 0 6 21 71 85 16 0 199



四
六
〇

一
二
・
二
％
、
一
三
・
六
％
、
一
五
・
三
％
、
一
三
・
七
％
、
八
・
六
％
、
八
・
〇
％
）。
代
わ
っ
て
昨
年
大
き
く
増
え
た
「
六
〇
歳
代
」
対
「
四
〇
歳

代
」
が
本
年
も
一
割
を
超
え
た
（
同
五
・
九
％
、
八
・
二
％
、
六
・
九
％
、
六
・
八
％
、
六
・
五
％
、
七
・
七
％
、
六
・
七
％
、
五
・
四
％
、
一
二
・
二
％
、

一
二
・
一
％
）。
そ
の
他
の
「
七
〇
歳
代
」
対
「
六
〇
歳
代
」（
同
五
・
九
％
、
七
・
四
％
、
五
・
六
％
、
二
・
〇
％
、
八
・
六
％
、
六
・
八
％
、
四
・
三
％
、

四
・
九
％
、
七
・
〇
％
）、「
七
〇
歳
代
」
対
「
五
〇
歳
代
」（
同
一
一
・
九
％
、
五
・
七
％
、
八
・
三
％
、
七
・
二
％
、
八
・
六
％
、
六
・
八
％
、
六
・
一
％
、

五
・
四
％
、
四
・
五
％
）、「
五
〇
歳
代
」
対
「
四
〇
歳
代
」（
同
一
〇
・
九
％
、
七
・
四
％
、
八
・
三
％
、
六
・
八
％
、
六
・
五
％
、
六
・
三
％
、
六
・
一
％
、

七
・
八
％
、
九
・
四
％
、
四
・
〇
％
）
は
い
ず
れ
も
一
割
以
下
に
終
わ
っ
た
。

わ
が
国
の
選
挙
に
お
け
る
年
齢
対
決
の
特
徴
と
し
て
、
か
つ
て
は
年
齢
層
の
高
い
方
が
低
い
方
に
比
べ
て
優
位
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
た
。
こ
れ
が
二
〇
〇
六
年
こ
ろ
か
ら
目
立
っ
て
崩
れ
始
め
た
の
で
昨
年
、
多
少
誇
張
し
て
「
激
変
と
も
言
う
べ
き
変
化
が
起
こ
っ
て

い
る
」
と
指
摘
し
た
。
本
年
の
結
果
が
注
目
さ
れ
た
が
、
表
面
的
に
は
変
化
が
一
服
し
た
と
の
感
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
「
六
〇
歳
代
」
を
中
心
に
見
る
と
、「
五
〇
歳
代
」
に
対
し
て
は
「
五
〇
歳
代
」
に
対
し
て
ま
で
負
け
越
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
一
転
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
年
連
続
し
て
負
け
越
す
異
変
を
生
ん
で
い
た
が
、
本
年
は
以
前
の
か
た
ち
に
戻
っ
た
（
同
二
〇
勝
一
三

敗
、
二
五
勝
一
六
敗
、
二
四
勝
二
三
敗
、
三
六
勝
二
四
敗
、
二
〇
勝
一
九
敗
、
四
二
勝
三
二
敗
、
二
八
勝
二
八
敗
、
二
四
勝
二
九
敗
、
一
八
勝
二
六
敗
、

四
三
勝
二
四
敗
）。「
四
〇
歳
代
」
に
対
し
て
も
こ
の
と
こ
ろ
劣
勢
で
あ
っ
た
が
、
久
し
ぶ
り
に
勝
ち
越
し
た
（
同
四
勝
二
敗
、
六
勝
四
敗
、
三

勝
七
敗
、
一
一
勝
八
敗
、
六
勝
三
敗
、
一
二
勝
五
敗
、
四
勝
七
敗
、
七
勝
四
敗
、
七
勝
九
敗
、
一
四
勝
一
〇
敗
）。
し
か
し
「
三
〇
歳
代
」
に
対
し
て

は
本
年
も
負
け
越
し
た
（
二
〇
〇
八
年
〇
勝
三
敗
、
二
〇
〇
九
年
二
勝
七
敗
）。
そ
れ
で
は
「
五
〇
歳
代
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

下
位
の
年
齢
層
で
あ
る
「
三
〇
歳
代
」（
二
〇
〇
八
年
一
勝
一
敗
、
二
〇
〇
九
年
四
勝
四
敗
）
と
「
四
〇
歳
代
」（
同
八
勝
三
敗
、
四
勝
五
敗
、
八

勝
四
敗
、
一
一
勝
六
敗
、
三
勝
六
敗
、
七
勝
七
敗
、
八
勝
二
敗
、
八
勝
八
敗
、
六
勝
六
敗
、
四
勝
四
敗
）
と
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
五
分
で
あ
る
。



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
六
一

表
16
　
役
職
・
職
業
別
対
決
の
パ
タ
ー
ン

な し
市 長

市 長 （ 前 ・ 元 ）

旧 市 長

旧 市 長

（ 前 ・ 元 ）

旧 町 村 長

市 役 所 幹 部

旧 市 役 所 幹 部

旧 町 村 役 所 幹 部

都 道 府 県 庁 幹 部

市 議 会 議 員

県 議 会 議 員

国 会 議 員

市 民 ・

地 域 団 体 役 員

職 能 団 体 役 員

政 党 ・

政 治 団 体 役 員

企 業 経 営 者

学 校 ・

病 院 経 営 者

自 営 業

専 門 職

国 家 公 務 員

地 方 公 務 員

会 社 ・ 団 体 職 員

そ の 他
合　 計

市
長

61
2

8
4

31
5

1
3

12
1

8
4

3
2

1
1
14
7

市
長
（
前
・
元
）

1
1

1
1

4
旧
市
長

2
1

3
旧
市
長
（
前
・
元
）

0
旧
町
村
長

2
1

1
4

市
役
所
幹
部

1
2

2
5

2
1

2
1

1
17

旧
市
役
所
幹
部

0
旧
町
村
役
所
幹
部

0
都
道
府
県
庁
幹
部

1
1

2
市
議
会
議
員

14
4

1
3

2
1

1
2

1
29

旧
市
議

0
旧
町
村
議

0
県
議
会
議
員

1
10

2
2

2
2

1
1

2
1

1
25

国
会
議
員

1
1

2
市
民
・
地
域
団
体
役
員

1
1

職
能
団
体
役
員

1
1

2
政
党
・
政
治
団
体
役
員

1
2

3
企
業
経
営
者

1
1

2
教
育
・
医
療
・
福
祉
施
設
経
営
者

1
1

自
営
業

1
1

2
専
門
職

1
2

1
3

1
8

国
家
公
務
員

1
1

地
方
公
務
員

3
1

1
5

会
社
・
団
体
職
員

3
3

そ
の
他

1
1

2
合
計

65
42

1
2

0
11

16
0

0
2

47
18

1
3

4
5

18
2

9
5

3
6

2
1
26
3



四
六
二

（
ロ
）
役
職
・
職
業
別

ま
ず
役
職
・
職
業
ご
と
の
関
与
度
を
見
る
と
（
表
16
）、
例
年
最
も
高
い
の
は
「
市
長
」
で
あ
り
、
か
つ
て
は
七
、
八
割
台
を
占
め
る

ほ
ど
で
、
ひ
と
き
わ
群
を
抜
い
て
い
た
。
た
だ
二
〇
〇
四
年
以
降
、
し
ば
ら
く
六
割
台
が
続
い
た
が
、
昨
年
か
ら
七
割
台
に
復
帰
し
た

（
二
〇
〇
〇
年
七
三
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
六
五
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
七
六
・
四
％
、
二
〇
〇
三
年
七
二
・
〇
％
、
二
〇
〇
四
年
六
七
・
九
％
、
二
〇
〇
五
年

六
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
六
七
・
八
％
、
二
〇
〇
七
年
六
七
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
七
三
・
五
％
、
二
〇
〇
九
年
七
一
・
九
％
）。「
市
長
」
に
次
ぐ
の
は

「
市
議
会
議
員
」
や
「
県
議
会
議
員
」
な
ど
の
地
方
議
員
と
「
市
役
所
幹
部
」
で
あ
る
が
、
比
率
は
大
幅
に
低
く
な
り
、
順
位
も
年
に

よ
っ
て
変
動
す
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
は
、
本
年
も
全
体
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
た
「
市
議
会
議
員
」
が
こ
の
と
こ
ろ
二
位
に
定
着
し
た

（
同
三
一
・
七
％
、
三
〇
・
五
％
、
三
九
・
六
％
、
四
二
・
四
％
、
一
五
・
五
％
、
二
四
・
七
％
、
二
三
・
二
％
、
三
一
・
四
％
、
三
四
・
六
％
、
二
八
・
九
％
）。「
県

議
会
議
員
」
は
最
近
振
る
わ
ず
、
本
年
も
「
市
議
会
議
員
」
に
及
ば
な
か
っ
た
（
同
一
二
・
九
％
、
二
七
・
一
％
、
一
八
・
八
％
、
一
〇
・
八
％
、

一
三
・
〇
％
、
二
二
・
九
％
、
一
八
・
〇
％
、
一
九
・
一
％
、
一
四
・
二
％
、
一
六
・
三
％
）。「
市
役
所
幹
部
」
は
、
昨
年
久
し
振
り
に
超
え
た
一
割
を

本
年
も
守
っ
た
（
同
一
二
・
九
％
、
一
〇
・
二
％
、
一
三
・
二
％
、
一
二
・
八
％
、
九
・
八
％
、
九
・
四
％
、
九
・
五
％
、
九
・
八
％
、
一
三
・
〇
％
、
一
〇
・
五
％
）。

続
く
一
団
を
順
に
並
べ
る
と
、「
企
業
経
営
者
・
役
員
」（
同
一
八
・
八
％
、
一
〇
・
二
％
、
八
・
三
％
、
四
・
四
％
、
四
・
一
％
、
四
・
五
％
、
五
・
七
％
、

一
〇
・
三
％
、
六
・
八
％
、
七
・
六
％
）、「
専
門
職
」（
同
九
・
九
％
、
一
三
・
六
％
、
七
・
六
％
、
五
・
二
％
、
五
・
二
％
、
六
・
三
％
、
五
・
二
％
、
五
・
四
％
、

六
・
二
％
、
四
・
九
％
）、｢

市
民
運
動
・
地
域
団
体
役
員｣

と
「
職
能
団
体
役
員
」
を
合
計
し
た
「
団
体
役
員
」（
同
九
・
九
％
、
一
六
・
一
％
、

四
・
二
％
、
一
八
・
八
％
、
一
〇
・
九
％
、
五
・
四
％
、
四
・
七
％
、
七
・
六
％
、
三
・
八
％
）
な
ど
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
低
率
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中

に
「
地
方
公
務
員
」（
四
・
二
％
）
が
食
い
込
ん
で
き
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
二
割
以
上
を
占
め
一

躍
二
位
に
躍
り
出
た
「
旧
町
村
長
」
も
二
〇
〇
五
年
を
ピ
ー
ク
に
下
降
し
て
い
た
が
、
本
年
の
結
果
は
余
波
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
こ
と
を
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示
し
て
い
る
（
二
〇
〇
四
年
二
〇
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
三
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
二
二
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
七
・
八
％
、
二
〇
〇
八
年
三
・
一
％
、

二
〇
〇
九
年
五
・
七
％
）。

次
に
役
職
・
職
業
ご
と
の
当
選
率
を
取
る
と
、
や
は
り
「
市
長
」
の
高
さ
が
抜
き
ん
出
て
お
り
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
本
年
も
低
調

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
常
に
七
〜
八
割
台
を
維
持
し
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
八
四
・
七
％
、
二
〇
〇
一
年
八
四
・
八
％
、
二
〇
〇
二
年
七
九
・
六
％
、

二
〇
〇
三
年
八
二
・
二
％
、
二
〇
〇
四
年
七
七
・
九
％
、
二
〇
〇
五
年
七
五
・
二
％
、
二
〇
〇
六
年
七
六
・
二
％
、
二
〇
〇
七
年
八
一
・
九
％
、
二
〇
〇
八
年

七
一
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
七
七
・
八
％
）。
常
連
の
「
県
議
会
議
員
」
と
「
市
役
所
幹
部
」
は
、
共
に
五
割
を
超
え
、「
県
議
会
議
員
」
が
二

位
（
同
六
九
・
二
％
、
五
九
・
四
％
、
五
九
・
三
％
、
五
五
・
六
％
、
六
〇
・
〇
％
、
四
九
・
〇
％
、
五
七
・
九
％
、
六
四
・
一
％
、
五
二
・
二
％
、
五
八
・
一
％
）、

「
市
役
所
幹
部
」
が
三
位
（
同
六
九
・
二
％
、
六
六
・
七
％
、
五
二
・
六
％
、
五
九
・
四
％
、
八
四
・
二
％
、
五
七
・
一
％
、
五
〇
・
〇
％
、
四
〇
・
〇
％
、

五
七
・
一
％
、
五
一
・
五
％
）
と
な
っ
た
。「
市
議
会
議
員
」
の
当
選
率
は
二
割
台
半
ば
〜
後
半
が
常
態
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
三
年
間
は
三
割

台
を
維
持
し
て
い
る
（
同
二
五
・
〇
％
、
二
七
・
八
％
、
二
四
・
六
％
、
二
三
・
〇
％
、
三
〇
・
〇
％
、
二
九
・
一
％
、
二
八
・
六
％
、
二
六
・
六
％
、
三
〇
・
〇
％
、

三
二
・
一
％
、
三
八
・
二
％
）。
昨
年
、
異
例
に
も
六
割
を
超
え
る
比
率
（
六
一
・
五
％
）
で
二
位
と
な
っ
た
「
地
方
公
務
員
」
は
四
割
台

（
四
五
・
五
％
）
に
終
わ
っ
た
。「
企
業
経
営
者
・
役
員
」
は
こ
の
と
こ
ろ
四
割
台
を
維
持
し
て
い
た
が
本
年
は
惨
敗
で
あ
っ
た
（
同
三
一
・
六
％
、

四
一
・
七
％
、
二
五
・
〇
％
、
二
七
・
三
％
、
四
・
一
％
、
四
〇
・
〇
％
、
四
一
・
七
％
、
四
二
・
九
％
、
四
五
・
五
％
、
一
〇
・
〇
％
）。「
専
門
職
」
は
年
ご

と
の
変
動
が
大
き
い
が
、
本
年
は
過
去
最
高
の
昨
年
を
さ
ら
に
大
き
く
上
回
っ
た
（
同
二
〇
・
〇
％
、
一
二
・
五
％
、
三
六
・
四
％
、
三
〇
・
八
％
、

五
・
二
％
、
二
一
・
四
％
、
三
六
・
四
％
、
〇
％
、
五
〇
・
〇
％
、
六
一
・
五
％
）。「
団
体
役
員
」
は
昨
年
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
三
割
の
当
選
率
を
残

し
た
（
同
四
〇
・
〇
％
、
二
一
・
一
％
、
〇
％
、
二
一
・
三
％
、
九
・
五
％
、
八
・
三
％
、
一
〇
・
〇
％
、
二
〇
・
八
％
、
三
七
・
五
％
、
三
〇
・
〇
％
）。

表
16
に
見
る
よ
う
に
、
個
々
の
役
職
別
対
決
パ
タ
ー
ン
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
頻
度
が
比
較
的
高
い
の
は
「
市
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長
」
を
一
方
の
候
補
者
と
す
る
対
決
で
あ
る
。
本
年
は
六
一
の
「
市
長
対
相
手
な
し
（
無
投
票
）」（
二
〇
〇
三
年
一
一
・
六
％
、
二
〇
〇
四
年

一
八
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
二
一
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
一
六
・
一
％
、
二
〇
〇
七
年
一
四
・
七
％
、
二
〇
〇
八
年
一
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
二
三
・
二
％
）

が
四
五
の
「
市
長
対
市
議
会
議
員
」（
二
〇
〇
〇
年
二
三
・
八
％
、
二
〇
〇
一
年
一
四
・
五
％
、
二
〇
〇
二
年
二
七
・
一
％
、
二
〇
〇
三
年
二
三
・
二
％
、

二
〇
〇
四
年
一
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
五
年
一
四
・
三
％
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
七
年
一
三
・
二
％
、
二
〇
〇
八
年
一
八
・
五
％
、
二
〇
〇
九
年

一
七
・
一
％
）
を
押
さ
え
て
最
多
と
な
っ
た
。
そ
の
他
で
は
「
市
長
対
県
議
会
議
員
」（
同
九
・
七
％
、
七
・
三
％
、
一
一
・
二
％
、
五
・
二
％
、

五
・
九
％
、
二
・
五
％
、
五
・
七
％
）、「
市
長
対
企
業
経
営
者
・
役
員
」（
同
二
・
八
％
、
一
・
六
％
、
二
・
七
％
、
四
・
三
％
、
三
・
九
％
、
三
・
七
％
、

四
・
六
％
）、「
市
長
対
市
役
所
幹
部
」（
同
三
・
六
％
、
二
・
六
％
、
二
・
七
％
、
三
・
八
％
、
三
・
四
％
、
一
・
七
％
）、「
市
長
対
専
門
職
」（
同
二
・
四
％
、

二
・
一
％
、
三
・
六
％
、
五
・
二
％
、
三
・
九
％
、
二
・
五
％
、
一
・
七
％
）
等
が
継
続
的
に
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
比
率
は
高
く

な
い
。

次
に
選
挙
へ
の
関
与
度
が
最
も
高
い
「
市
長
」
を
中
心
に
対
戦
状
況
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
相
手
に
対
し
「
市
長
」
が
優
勢
で
あ
る

と
い
え
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
比
較
的
分
が
悪
い
の
は
「
県
議
会
議
員
」
と
「
市
役
所
幹
部
」
で
あ
る
。「
県
議
会
議
員
」
と
は
、

二
〇
〇
五
年
を
除
け
ば
、
毎
年
互
角
か
、
む
し
ろ
劣
勢
と
言
っ
て
よ
い
（
二
〇
〇
〇
年
二
勝
四
敗
、
二
〇
〇
一
年
六
勝
五
敗
、
二
〇
〇
二
年
六
勝

八
敗
、
二
〇
〇
三
年
四
勝
四
敗
、
二
〇
〇
四
年
五
勝
九
敗
、
二
〇
〇
五
年
一
七
勝
八
敗
、
二
〇
〇
六
年
六
勝
五
敗
、
二
〇
〇
七
年
五
勝
七
敗
、
二
〇
〇
八

年
三
勝
一
敗
、
二
〇
〇
九
年
五
勝
一
〇
敗
）。「
市
役
所
幹
部
」
と
は
意
外
に
対
戦
が
少
な
く
、
大
き
く
勝
ち
越
し
た
年
も
あ
る
が
、
形
勢
は

概
し
て
芳
し
く
な
い
（
同
〇
勝
一
敗
、
〇
勝
一
敗
、
二
勝
一
敗
、
六
勝
三
敗
、
二
勝
三
敗
、
三
勝
三
敗
、
七
勝
一
敗
、
四
勝
三
敗
、
三
勝
四
敗
、
四
勝

二
敗
）。

戦
い
の
多
い
「
市
議
会
議
員
」
に
対
し
て
は
、
本
年
こ
そ
若
干
下
回
っ
た
が
、
毎
年
七
〜
八
割
台
と
い
う
圧
倒
的
勝
率
を
誇
っ
て
き
て



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）

四
六
五

い
る
（
同
一
八
勝
六
敗
、
一
四
勝
三
敗
、
三
二
勝
七
敗
、
四
三
勝
一
六
敗
、
一
六
勝
五
敗
、
二
七
勝
五
敗
、
二
一
勝
四
敗
、
二
二
勝
五
敗
、
二
〇
勝
一
〇

敗
、
三
一
勝
一
四
敗
）。「
団
体
役
員
」
に
対
し
て
も
強
さ
は
抜
群
で
、
ほ
と
ん
ど
の
年
が
勝
率
八
割
を
超
え
る
（
同
四
勝
二
敗
、
九
勝
二
敗
、

四
勝
〇
敗
、
二
八
勝
三
敗
、
一
三
勝
一
敗
、
九
勝
〇
敗
、
六
勝
〇
敗
、
一
七
勝
一
敗
、
四
勝
二
敗
、
四
勝
一
敗
）。
ま
た
「
企
業
経
営
者
・
役
員
」
に

対
し
て
も
依
然
と
し
て
負
け
越
し
が
な
い
（
同
九
勝
一
敗
、
三
勝
〇
敗
、
五
勝
一
敗
、
六
勝
一
敗
、
三
勝
〇
敗
、
四
勝
二
敗
、
六
勝
三
敗
、
六
勝
二

敗
、
四
勝
二
敗
、
一
二
勝
〇
敗
）。「
専
門
職
」
と
も
ほ
ぼ
六
割
以
上
の
勝
率
を
続
け
て
い
る
（
同
四
勝
一
敗
、
九
勝
一
敗
、
七
勝
二
敗
、
四
勝
一
敗
、

三
勝
一
敗
、
八
勝
〇
敗
、
四
勝
三
敗
、
八
勝
〇
敗
、
四
勝
二
敗
、
四
勝
二
敗
）。
な
お
地
方
公
務
員
に
二
勝
三
敗
、
会
社
・
団
体
職
員
に
一
勝
三

敗
と
負
け
越
し
た
の
は
例
年
に
な
い
現
象
で
あ
っ
た
。

（
ハ
）
政
党
の
公
認
・
推
薦
・
支
持
別

候
補
者
と
政
党
と
の
関
わ
り
は
「
公
認
」・「
推
薦
」・「
支
持
」
な
ど
で
示
さ
れ
る
が
（
以
下
、
表
17
参
照
）、
わ
が
国
の
地
方
選
挙
に
お

い
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
末
以
降
政
党
か
ら
公
認
を
受
け
る
候
補
者
の
減
少
が
著
し
く
、
も
は
や
公
認
と
い
う
言
葉
は
死
語
に
な
り
つ
つ

あ
る
（
一
九
九
五
年
六
・
六
％
、
九
六
年
七
・
二
％
、
九
七
年
九
・
二
％
、
九
八
年
七
・
三
％
、
九
九
年
三
・
七
％
、
二
〇
〇
〇
年
四
・
六
％
、
二
〇
〇
一
年

一
・
八
％
、
二
〇
〇
二
年
二
・
三
％
、
二
〇
〇
三
年
二
・
三
％
、
二
〇
〇
四
年
二
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
四
・
一
％
、
二
〇
〇
六
年
〇
・
八
％
、
二
〇
〇
七
年

一
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
一
・
三
％
、
二
〇
〇
九
年
一
・
七
％
）。
加
え
て
候
補
者
の
公
認
を
行
う
政
党
は
と
う
と
う
は
共
産
党
の
一
〇
人
だ
け
と

い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
・
区
長
選
挙
候
補
者
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
無
所
属
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
無
所
属
候
補
者
は
政
党
か
ら
推
薦
も
し
く
は
支
持
を
受
け
た
候
補
者
と
推
薦
・
支
持
の
い
ず
れ
を
も
受
け
な
い
無
党
派
の
候
補

者
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
両
者
の
比
率
は
一
九
九
〇
年
代
に
は
概
ね
前
者
六
対
後
者
四
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
近
年
の
無
党
派
層
の
増
大

に
伴
い
、
候
補
者
の
脱
政
党
化
も
徐
々
に
進
行
し
た
。
無
党
派
候
補
者
の
台
頭
が
は
っ
き
り
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
八
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表17　政党の公認・推薦・支持のパターン

公認・推薦・支持 政党数 当選 落選 合　計
なし 0 179 241 420
自民党 1 5 2 7
民主党 7 18 25
公明党 9 4 13

共産党（公認） 10 10
共産党（推薦） 21 21
社民党 1 1
国民新党 1 1

たちあがれ日本 1 1
対話の会 1 1
諸派 2 2
自・民 2 3 1 4
自・公 22 12 34
自・社 0 0 0
民・公 1 1
民・社 2 4 6
民・国 1 2 3
民・日 1 1
国・日 1 1
み・ネ 1 1
自・民・公 3 20 0 20
自・公・社 1 1
自・公・国 2 2
民・共・社 1 1
民・社・国 2 1 3
民・社・ネ 1 1
民・社・大地 1 1
民・新社・ネ 1 1
共・社・社大 1 1
自・民・公・社 4 2 2
自・民・公・国 1 1
民・共・社・ネ 3 3
自・民・公・社・国 5 1 1

合　計 264 591

（注）自＝自民党、民＝民主党、公＝公明党、共＝共産党、社＝社民党、
国＝国民新党、み＝みんなの党、日＝たちあがれ日本、
大地＝新党大地、新社＝新社会党、社大＝社会大衆党、
ネ＝ネットワーク
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年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
を
境
に
無
党
派
候
補
者
が
確
実
に
四
割
台
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
〇
一
年
に
は
五
割
を
超
え
、
初
め
て
推

薦
・
支
持
候
補
者
を
上
回
る
に
至
っ
た
（
一
九
九
一
年
三
八
・
二
％
、
九
二
年
四
一
・
八
％
、
九
三
年
二
八
・
九
％
、
九
四
年
三
七
・
二
％
、
九
五
年

四
四
・
八
％
、
九
六
年
四
五
・
〇
％
、
九
七
年
三
六
・
七
％
、
九
八
年
四
六
・
六
％
、
九
九
年
四
四
・
九
％
、
二
〇
〇
〇
年
四
七
・
五
％
、
二
〇
〇
一
年

五
三
・
八
％
）。
無
党
派
候
補
者
の
増
加
は
そ
の
後
も
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
本
年
は
遂
に
七
割
を
超
え
た
（
二
〇
〇
二
年
五
六
・
五
％
、

二
〇
〇
三
年
六
五
・
六
％
、
二
〇
〇
四
年
六
六
・
四
％
、
二
〇
〇
五
年
六
六
・
四
％
、
二
〇
〇
六
年
六
七
・
六
％
、
二
〇
〇
七
年
六
六
・
五
％
、
二
〇
〇
八
年

六
五
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
七
一
・
一
％
）。

次
に
候
補
者
に
対
す
る
政
党
別
の
公
認
、
推
薦
・
支
持
状
況
に
つ
い
て
は
、
本
年
は
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
公
認
・
推
薦
・
支
持

を
最
も
多
く
行
っ
て
来
た
の
は
自
民
党
で
あ
る
。
そ
の
自
民
党
に
し
て
公
認
・
推
薦
・
支
持
提
供
率
は
つ
る
べ
落
と
し
で
、
二
〇
〇
二
年

に
五
割
台
前
半
に
下
落
し
、
さ
ら
に
二
〇
〇
三
年
以
降
は
昨
年
を
除
き
四
割
台
に
止
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
高
い
年
に
は
九
割
近
く
、

低
く
て
も
六
割
台
の
公
認
、
推
薦
・
支
持
を
与
え
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
様
変
わ
り
と
言
っ
て
も
よ
い
（
一
九
九
一
年
七
三
・
四
％
、
九
二

年
六
五
・
二
％
、
九
三
年
八
九
・
六
％
、
九
四
年
六
六
・
三
％
、
九
五
年
六
五
・
三
％
、
九
六
年
六
一
・
九
％
、
九
七
年
六
九
・
一
％
、
九
八
年
六
〇
・
三
％
、
九
九

年
六
六
・
八
％
、
二
〇
〇
〇
年
五
八
・
九
％
、
二
〇
〇
一
年
六
〇
・
七
％
、
二
〇
〇
二
年
五
一
・
六
％
、
二
〇
〇
三
年
四
八
・
二
％
、
二
〇
〇
四
年
四
二
・
五
％
、

二
〇
〇
五
年
四
二
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
四
九
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
四
五
・
六
％
、
二
〇
〇
八
年
六
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
九
年
四
二
・
一
％
）。
原
因
が
候

補
者
の
政
党
忌
避
と
無
党
派
化
に
加
え
て
、
自
民
党
自
体
の
不
人
気
、
地
方
に
お
け
る
同
党
の
影
響
力
の
低
下
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
民
主
党
は
、
地
方
へ
の
浸
透
が
進
ま
ず
、
そ
の
た
め
推
薦
・
公
認
の
提
供
率
は
結
党
当
時
を
も
下
回
り
続
け
、

二
〇
〇
四
年
以
降
は
二
割
台
に
低
迷
し
て
い
た
。
し
か
し
政
権
政
党
と
な
っ
た
本
年
は
一
挙
に
四
割
台
を
回
復
し
、
自
民
党
を
も
抜
い
た
。

そ
の
民
主
党
を
さ
ら
に
上
回
っ
た
の
が
公
明
党
で
あ
る
（
一
九
九
七
年
三
六
・
九
％
、
九
八
年
三
九
・
一
％
、
九
九
年
四
三
・
四
％
、
二
〇
〇
〇
年
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四
一
・
八
％
、
二
〇
〇
一
年
三
九
・
三
％
、
二
〇
〇
二
年
三
六
・
六
％
、
二
〇
〇
三
年
三
〇
・
三
％
、
二
〇
〇
四
年
二
九
・
〇
％
、
二
〇
〇
五
年
二
八
・
八
％
、

二
〇
〇
六
年
二
六
・
一
％
、
二
〇
〇
七
年
二
二
・
一
％
、
二
〇
〇
八
年
二
四
・
一
％
、
二
〇
〇
九
年
四
三
・
三
％
）。
公
明
党
の
市
・
区
長
選
挙
へ
の
関
わ

り
は
一
貫
し
て
強
く
、
自
民
党
に
次
ぐ
数
の
候
補
者
の
推
薦
・
支
持
を
行
っ
て
来
た
。
本
年
は
い
っ
そ
う
関
与
を
強
め
一
位
と
な
っ
た

（
一
九
九
六
年
五
二
・
四
％
、
九
七
年
五
三
・
七
％
、
九
八
年
四
八
・
〇
％
、
九
九
年
四
三
・
四
％
、
二
〇
〇
〇
年
五
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
四
八
・
〇
％
、

二
〇
〇
二
年
四
〇
・
九
％
、
二
〇
〇
三
年
三
九
・
〇
％
、
二
〇
〇
四
年
三
八
・
三
％
、
二
〇
〇
五
年
三
八
・
三
％
、
二
〇
〇
六
年
三
八
・
四
％
、
二
〇
〇
七
年

三
七
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
三
七
・
三
％
、
二
〇
〇
九
年
四
三
・
九
％
）。
共
産
党
の
公
認
・
推
薦
・
支
持
提
供
率
は
五
割
台
後
半
ま
で
伸
ば
し
た

一
九
九
七
年
を
頂
点
と
し
て
長
期
的
に
低
落
傾
向
に
あ
る
。
と
り
わ
け
相
乗
り
数
を
減
ら
し
始
め
た
一
九
九
九
年
か
ら
顕
著
で
、
こ
の
年

四
〇
％
を
、
二
〇
〇
三
年
に
は
三
〇
％
を
、
さ
ら
に
二
〇
〇
四
年
に
は
二
〇
％
を
も
割
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、
昨
年
に
続
き
本
年
も

辛
う
じ
て
二
割
台
を
維
持
し
た
（
同
四
三
・
五
％
、
五
七
・
七
％
、
四
一
・
三
％
、
三
九
・
八
％
、
三
八
・
三
％
、
四
〇
・
七
％
、
三
二
・
三
％
、
二
二
・
七
％
、

一
九
・
七
％
、
一
七
・
三
％
、
一
七
・
五
％
、
一
八
・
六
％
、
二
一
・
〇
％
、
二
一
・
一
％
）。
社
会
民
主
党
は
党
勢
の
衰
退
が
顕
著
で
、
二
〇
〇
三
年
以

降
は
一
割
台
前
半
で
推
移
し
て
い
る
（
同
五
一
・
〇
％
、
三
八
・
三
％
、
三
八
・
五
％
、
三
三
・
六
％
、
三
一
・
九
％
、
二
三
・
三
％
、
二
七
・
四
％
、

一
六
・
三
％
、
一
五
・
〇
％
、
一
一
・
二
％
、
一
三
・
三
％
、
九
・
三
％
、
一
三
・
〇
％
、
一
一
・
七
％
）。

次
に
公
認
及
び
無
所
属
で
「
推
薦
・
支
持
」
を
得
た
一
七
一
人
に
つ
い
て
、「
公
認
・
推
薦
・
支
持
」
政
党
数
に
つ
い
て
考
察
し
て
行

く
。
そ
の
際
一
党
か
ら
公
認
な
い
し
推
薦
を
受
け
た
場
合
を
「
一
党
型
」、
二
党
か
ら
の
場
合
を
「
二
党
型
」・
・
・
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

本
年
は
「
一
党
型
」
〜
「
五
党
型
」
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
類
型
中
最
も
多
い
の
は
「
一
党
型
」
で
、
二
〇
〇
三
年
以
降
急
増
し
、
本
年

は
五
割
台
を
占
め
た
（
二
〇
〇
〇
年
二
七
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
二
三
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
一
九
・
六
％
、
二
〇
〇
三
年
四
四
・
〇
％
、
二
〇
〇
四
年

三
三
・
八
％
、
二
〇
〇
五
年
五
〇
・
〇
％
、
二
〇
〇
六
年
四
九
・
三
％
、
二
〇
〇
七
年
四
七
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年
四
四
・
六
％
、
二
〇
〇
九
年
五
四
・
三
％
）。
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「
一
党
型
」
に
お
け
る
最
多
は
共
産
党
で
、
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
年
は
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
六
年
同
様
三
割
台
に
止

ま
っ
た
（
同
六
八
・
六
％
、
年
六
四
・
八
％
、
五
六
・
五
％
、
五
〇
・
〇
％
、
七
三
・
九
％
、
三
八
・
三
％
、
三
九
・
四
％
、
五
二
・
六
％
、
五
六
・
九
％
、

三
七
・
八
％
）。
例
年
で
あ
れ
ば
自
民
党
が
こ
れ
に
続
く
が
本
年
は
ま
っ
た
く
の
低
調
に
終
っ
た
（
同
一
五
・
七
％
、
一
一
・
四
％
、
二
〇
・
〇
％
、

二
五
・
九
％
、
一
九
・
六
％
、
二
七
・
〇
％
、
三
五
・
二
％
、
二
六
・
九
％
、
一
九
・
〇
％
）。
代
っ
て
民
主
党
が
三
割
超
（
三
〇
・
五
％
）
と
勢
い
を
示
し

た
。「

二
党
型
」
以
上
は
い
わ
ゆ
る
「
相
乗
り
」
で
あ
る
。「
相
乗
り
」
の
比
率
は
、
新
党
が
誕
生
し
、
政
界
再
編
の
始
ま
っ
た
一
九
九
三
年

か
ら
九
四
年
に
高
ま
り
を
見
せ
た
が
、
九
九
年
以
降
減
り
始
め
、
最
近
は
二
割
以
下
が
常
態
と
な
っ
て
い
た
。
本
年
は
久
し
振
り
に
三
割

近
く
に
ま
で
戻
し
た
（
同
二
九
・
五
％
、
二
二
・
七
％
、
二
三
・
五
％
、
一
八
・
七
％
、
二
二
・
二
％
、
一
八
・
五
％
、
一
八
・
八
％
、
一
七
・
六
％
、

一
九
・
四
％
、
二
九
・
八
％
）。

「
二
党
型
」
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
は
「
自
民
・
公
明
」
と
「
自
民
・
社
会
（
民
）」
が
主
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
七
年
を

境
に
「
自
民
・
社
民
」
が
数
を
減
ら
し
、
二
〇
〇
一
年
は
遂
に
ゼ
ロ
に
落
ち
込
み
（
九
五
年
二
〇
・
〇
％
、
九
六
年
二
〇
・
七
％
、
九
七
年

一
五
・
二
％
、
九
八
年
八
・
三
％
、
九
九
年
一
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
〇
年
一
八
・
二
％
、
二
〇
〇
一
年
〇
％
）、
現
在
は
皆
無
に
等
し
い
パ
タ
ー
ン
と

成
っ
た
。
一
方
の
「
自
民
・
公
明
」
は
両
党
が
国
政
レ
ベ
ル
で
の
提
携
が
強
化
し
て
行
く
な
か
で
、
二
〇
〇
一
年
以
降
の
増
加
ぶ
り
は
顕

著
で
あ
る
（
同
二
五
・
〇
％
、
一
三
・
八
％
、
一
二
・
一
％
、
四
七
・
二
％
、
二
〇
・
八
％
、
四
五
・
五
％
、
六
六
・
七
％
、
五
二
・
八
％
、
六
三
・
六
％
、

六
六
・
七
％
、
八
二
・
四
％
、
八
〇
・
四
％
、
八
六
・
五
％
、
七
五
・
〇
％
、
六
六
・
七
％
）。
さ
ら
に
「
二
党
型
」
以
外
の
類
型
に
お
い
て
も
自
民
党
と

公
明
党
は
二
七
の
選
挙
に
お
い
て
共
同
で
同
一
の
相
乗
り
を
形
成
し
た
か
ら
、
相
乗
り
数
は
合
計
六
一
に
及
ん
だ
。
か
く
し
て
本
年
の
相

乗
り
全
体
の
三
分
の
二
以
上
（
六
八
・
五
％
）
が
自
民
党
と
公
明
党
が
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
相
乗
り
の
中
核
は
本
年
も
「
自
・
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公
」
で
あ
り
続
け
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
自
民
党
と
公
明
党
の
強
い
結
び
つ
き
は
昨
日
今
日
始
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、
は

る
か
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
過
去
の
経
緯
を
見
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
民
党
と
公
明
党
が
共
通
の
候
補
者
で
戦
う
選
挙
の

比
率
は
一
九
九
〇
年
代
で
四
割
台
、
二
〇
〇
〇
年
台
で
約
三
分
の
一
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
九
五
年
四
四
・
〇
％
、
九
六
年
の
四
四
・
二
％
、

九
七
年
四
四
・
三
％
、
九
八
年
四
六
・
九
％
、
九
九
年
四
二
・
六
％
、
二
〇
〇
〇
年
四
三
・
三
％
、
二
〇
〇
一
年
四
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
二
年
三
五
・
五
％
、

二
〇
〇
三
年
三
二
・
七
％
、
二
〇
〇
四
年
三
五
・
二
％
、
二
〇
〇
五
年
三
四
・
五
％
、
二
〇
〇
六
年
三
六
・
〇
％
、
二
〇
〇
七
年
三
四
・
三
％
、
二
〇
〇
八
年

四
四
・
六
％
）。
た
だ
し
本
年
二
三
・
一
％
ま
で
比
率
を
下
げ
た
こ
と
は
今
後
の
注
目
点
で
あ
る
。

次
に
各
タ
イ
プ
の
当
選
率
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
当
選
率
に
関
し
て
は
「
一
党
型
」
よ
り
相
乗
り
の
方
が
高
く
、

ま
た
相
乗
り
数
が
多
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
上
昇
す
る
と
い
う
明
ら
か
な
傾
向
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
一
党
型
」
の
場
合
は
、
三
割
台
に

な
る
年
も
あ
る
が
、
概
ね
二
割
台
で
推
移
し
て
来
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
二
一
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
一
五
・
九
％
、
二
〇
〇
二
年
二
五
・
六
％
、

二
〇
〇
三
年
二
九
・
五
％
、
二
〇
〇
四
年
二
一
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
三
三
・
七
％
、
二
〇
〇
六
年
三
六
・
六
％
、
二
〇
〇
七
年
二
〇
・
五
％
、
二
〇
〇
八
年

二
二
・
四
％
、
二
〇
〇
九
年
二
五
・
六
％
）。「
二
党
型
」
に
な
る
と
当
選
率
は
一
挙
に
上
が
り
、
低
く
て
五
割
台
、
高
け
れ
ば
七
割
台
、
八
割

台
に
な
る
（
同
六
九
・
七
％
、
七
〇
・
八
％
、
五
三
・
三
％
、
八
四
・
一
％
、
六
四
・
四
％
、
八
〇
・
九
％
、
七
一
・
二
％
、
八
〇
・
八
％
、
六
七
・
五
％
、

五
四
・
九
％
）。「
三
党
型
」
で
は
当
選
率
は
さ
ら
に
高
ま
り
、
比
率
は
ほ
と
ん
ど
八
割
以
上
と
な
る
（
同
八
六
・
七
％
、
八
八
・
五
％
、
八
五
・
七
％
、

八
一
・
一
％
、
七
五
・
七
％
、
一
〇
〇
％
、
八
七
・
五
％
、
八
八
・
五
％
、
九
三
・
五
％
）。「
四
党
型
」
に
な
る
と
一
〇
〇
％
も
珍
し
く
な
く
な
る
（
同

九
七
・
八
％
、
九
七
・
六
％
、
七
六
・
〇
％
、
九
四
・
九
％
、
一
〇
〇
％
、
八
九
・
三
％
、
九
六
・
四
％
、
九
二
・
七
％
、
八
三
・
三
％
、
八
三
・
三
％
、
八
一
・
八
％
、

九
四
・
四
％
、
一
〇
〇
％
、
一
〇
〇
％
、
七
六
・
九
％
、
一
〇
〇
％
、
九
〇
・
九
％
、
一
〇
〇
％
）。「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」
は
本
年
の
よ
う
に

稀
に
四
割
台
を
記
録
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
通
常
は
三
割
台
で
あ
る
（
同
三
六
・
六
％
、
三
一
・
二
％
、
三
五
・
〇
％
、
三
三
・
九
％
、
四
三
・
九
％
、
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表
18
　
政
党
の
公
認
・
推
薦
・
支
持
別
対
決
パ
タ
ー
ン

対 戦 な し

落
　
　
　
　
　
　
　
　
選

合　 計
推
薦
・
支
持

な し
自 民

民 主
公 明

共 産
（ 公 認 ・ 推 薦 ）

社
た ち あ が れ 日 本

対 話 の 会

諸 派
自 ・ 民

自 ・ 公

自 ・ 社

民 ・ 公

民 ・ 社

民 ・ 国

民 ・ 日

国 ・ 日

民 ・ 社 ・ 国

当　 　 　 　 　 　 　 　 選

な
し

50
94

11
4

4
1

1
1

7
1

2
1

1
1

17
9

自
民
党

2
1

1
1

5
民
主
党

6
1

7
公
明
党

4
4

1
9

社
民
党

0
自
・
民

3
3

自
・
公

5
8

4
2

1
1

21
自
・
社

0
民
・
公

0
民
・
社

1
1

民
・
国

1
1

公
・
社

0
自
・
民
・
公

5
10

3
1

1
20

自
・
公
・
社

1
1

自
・
公
・
国

1
1

2
民
・
共
・
社

1
1

民
・
社
・
国

1
1

2
民
・
社
・
ネ

1
1

民
・
社
・
対
話

1
1

民
・
社
・
大
地

1
1

民
・
新
社
・
ネ

1
1

自
・
民
・
公
・
社

1
1

自
・
民
・
公
・
国

1
1

民
・
共
・
社
・
ネ

1
2

3
自
・
民
・
公
・
社
・
国

1
1

合
　
　
　
計

65
13
5

2
17

4
12

1
1

1
2

1
12

0
1

4
1

1
1

1
26
2

（
注
）
政
党
名
の
表
記
は
表
17
と
同
じ
。
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三
五
・
二
％
、
三
三
・
四
％
、
三
五
・
一
％
、
三
九
・
四
％
、
四
二
・
六
％
）。

市
区
長
選
挙
に
お
け
る
対
決
は
政
党
と
の
い
か
な
る
関
わ
り
（
公
認
・
推
薦
・
支
持
）
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
表
18
は
こ
れ
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
見
し
て
対
決
が
多
様
に
分
散
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
特
定
の
パ
タ
ー
ン
を
論
う
こ
と
が
難

し
い
が
、
以
下
表
18
に
従
っ
て
特
徴
を
見
て
行
こ
う
。
ま
ず
対
決
の
パ
タ
ー
ン
は
全
部
で
四
四
を
数
え
た
が
、
無
党
派
同
士
の
対
決
の
急

増
、
相
乗
り
の
減
少
な
ど
か
ら
パ
タ
ー
ン
数
は
例
年
を
は
る
か
に
下
回
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
本
年
も
最
多
は
九
四
の
「
公
認
・
推

薦
・
支
持
な
し
」（
無
党
派
）
同
士
の
対
決
で
、
全
選
挙
の
四
割
近
く
を
占
め
、
三
年
連
続
で
過
去
最
高
と
な
っ
た
（
一
九
九
五
年
一
九
・
七
％
、

九
六
年
一
五
・
六
％
、
九
七
年
一
四
・
〇
％
、
九
八
年
一
七
・
三
％
、
九
九
年
一
三
・
九
％
、
二
〇
〇
〇
年
一
八
・
四
％
、
二
〇
〇
一
年
二
一
・
四
％
、
二
〇
〇
二

年
二
二
・
七
％
、
二
〇
〇
三
年
三
〇
・
四
％
、
二
〇
〇
四
年
三
三
・
七
％
、
二
〇
〇
五
年
二
七
・
七
％
、
二
〇
〇
六
年
三
二
・
七
％
、
二
〇
〇
七
年
三
六
・
〇
％
、

二
〇
〇
八
年
三
七
・
七
％
、
二
〇
〇
九
年
三
五
・
九
％
）。
次
い
で
多
か
っ
た
の
は
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」
候
補
者
の
無
投
票
当
選
の
選
挙

で
、
五
〇
例
（
一
九
・
一
％
）
あ
っ
た
。
例
年
で
あ
れ
ば
「
自
民
・
公
明
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」（
一
五
）
が
こ
れ
ら
に
続
く
が
、

本
年
の
特
徴
は
「
民
主
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」「
自
民
・
公
明
」
候
補
者
だ
け
の
無
投
票
（
一
七
）
が
こ
れ
を
上
回
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
他
は
数
が
ず
っ
と
少
な
く
な
る
が
、
主
だ
っ
た
も
の
を
列
挙
す
る
と
、「
自
民
・
民
主
・
公
明
」
対
「
公
認
・
推
薦
・

支
持
な
し
」（
一
〇
）、「
公
明
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」（
八
）、「
自
民
・
公
明
」
対
「
民
主
」（
五
）、「
自
民
・
民
主
・
公
明
」

候
補
者
だ
け
の
無
投
票
（
五
）、「
自
民
・
公
明
」
候
補
者
だ
け
の
無
投
票
（
五
）、「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」
対
「
共
産
」（
四
）、「
公

明
」
候
補
者
だ
け
の
無
投
票
（
四
）、「
自
民
・
民
主
・
公
明
」
対
「
共
産
」（
三
）
な
ど
で
あ
る
。「
自
民
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」

各
六
、「
自
民
・
民
主
・
公
明
」
対
「
共
産
」、「
自
民
・
民
主
・
公
明
・
社
民
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」
各
五
、「
自
民
・
公

明
」
対
「
民
主
・
社
民
」
各
四
、「
自
民
」
候
補
者
だ
け
の
無
投
票
、「
民
主
・
社
民
」
対
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」、「
自
民
・
公



市
・
区
長
選
挙
素
描
（
秋
山
）
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七
三

明
」
対
「
共
産
」、「
自
民
・
民
主
・
公
明
・
社
民
」
対
「
共
産
」
各
三
の
順
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
半
が
一

方
の
相
手
を
「
公
認
・
推
薦
・
支
持
な
し
」（
無
党
派
）
と
す
る
か
、
相
手
な
し
の
戦
い
（
無
投
票
）
で
あ
る
。
政
党
同
士
が
ぶ
つ
か
り
合

う
選
挙
は
対
決
数
三
以
上
で
は
「
自
民
・
民
主
・
公
明
」
対
「
共
産
」、「
自
民
・
公
明
」
対
「
民
主
」、「
自
民
・
公
明
」
対
「
民
主
・
社

民
」、「
自
民
・
公
明
」
対
「
共
産
」、「
自
民
・
民
主
・
公
明
・
社
民
」
対
「
共
産
」
な
ど
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
ま
た
国
政
レ
ベ
ル
に

お
け
る
主
要
政
党
で
あ
る
民
主
党
と
自
民
党
の
関
係
を
見
る
と
、「
対
決
」（
八
）
よ
り
「
相
乗
り
」（
二
七
）
の
方
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に

わ
が
国
の
市
・
区
長
選
挙
は
政
党
同
士
が
真
正
面
か
ら
競
い
合
う
構
造
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
多
く
の
地
方
に
は
和
を

重
視
す
る
こ
と
か
ら
党
派
的
対
立
を
嫌
い
、
無
投
票
、
無
風
選
挙
を
志
向
す
る
風
土
が
残
存
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
ち
ろ

ん
地
方
の
問
題
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
独
自
の
対
処
法
が
あ
っ
て
よ
い
。
と
は
い
え
社
会
が
複
雑
に
な
る
の
に
伴
い
中
央
と
地
方
も
緊
密

の
度
を
増
し
、
と
り
わ
け
相
互
関
係
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
全
国
的
視
野
を
持
っ
た
政
党
が

各
々
独
自
の
政
策
を
掲
げ
て
地
方
で
の
選
挙
を
戦
う
こ
と
は
、
政
党
に
と
っ
て
は
地
方
の
実
情
を
理
解
す
る
、
ま
た
有
権
者
に
と
っ
て
は

自
治
意
識
を
涵
養
す
る
絶
好
の
機
会
と
な
る
。
有
効
に
活
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

総
務
省
「
住
民
基
本
台
帳
人
口
要
覧
」
に
よ
る
、
二
〇
〇
八
年
三
月
末
日
現
在
の
各
市
・
区
の
人
口
（『
都
市
デ
ー
タ
パ
ッ
ク
二
〇
〇
九
年
版
』

東
洋
経
済
新
報
社　

二
〇
〇
九
年
五
月
を
参
照
）
を
本
文
中
の
区
分
に
従
っ
て
分
類
し
た
。

（
2
） 

岐
阜
市
、
横
浜
市
（
神
奈
川
）、
倉
吉
市
（
鳥
取
）、
奄
美
市
（
鹿
児
島
）、
い
ず
れ
も
市
長
の
判
断
に
よ
る
任
期
満
了
前
の
自
発
的
辞
職
で

あ
っ
た
。

・
岐
阜
市
＝
市
立
の
岐
阜
商
業
高
校
を
京
都
市
に
本
部
が
あ
る
学
校
法
人
「
立
命
館
」
に
移
管
す
る
こ
と
の
是
非
を
問
う
た
め
辞
職
。

・
横
浜
市
＝
辞
職
の
理
由
は
不
明
。



四
七
四

・
倉
吉
市
＝
新
斎
場
建
設
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
市
長
が
「
市
民
に
信
を
問
う
」
と
し
て
、
任
期
途
中
に
突
然
辞
職
。

・
奄
美
市
＝ 

「（
自
ら
は
出
馬
し
な
い
が
、
前
倒
し
で
）
選
挙
を
し
た
方
が
人
事
や
予
算
編
成
の
面
で
も
次
期
市
政
に
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
」

と
の
市
長
の
判
断
に
よ
り
、
任
期
満
了
を
待
た
ず
に
辞
職
。

（
3
） 
辞
職
理
由
は
次
の
通
り
。

・
宮
古
島
（
沖
縄
）
＝ 

市
発
注
の
公
共
工
事
を
め
ぐ
り
、
補
助
金
の
不
正
受
給
や
市
幹
部
に
よ
る
競
売
入
札
妨
害
容
疑
事
件
が
相
次
い
で
発
覚
。

市
長
が
引
責
辞
職
。

・
宝
塚
（
兵
庫
）
＝
市
長
が
受
託
収
賄
な
ど
の
罪
で
起
訴
さ
れ
辞
職
。

・
千
葉
＝
汚
職
事
件
に
絡
み
前
市
長
が
辞
職
。

・
え
び
の
（
宮
崎
）
＝
市
の
発
注
工
事
に
絡
ん
だ
競
売
入
札
妨
害
事
件
で
前
市
長
が
有
罪
判
決
を
受
け
辞
職
。

（
4
） 

学
歴
に
つ
い
て
の
分
類
に
関
し
て
は
、
富
永
健
一
編
『
日
本
の
階
級
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）、
中
九
郎
編
『
国
会
議
員
の

構
成
と
変
化
』（
政
治
広
報
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
〇
年
）、
麻
生
誠
『
日
本
の
学
歴
エ
リ
ー
ト
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
）、
天
野
郁
夫
『
学

歴
の
社
会
史

│
教
育
と
日
本
の
近
代
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
）
を
参
考
に
、
次
の
よ
う
に
区
分
し
た
。

大
学
＝
旧
制
大
学
、
旧
制
高
校
、
高
専
、
新
制
大
学
及
び
大
学
院
、
新
制
短
大
。

高
校
＝
旧
制
中
学
、
農
、
商
、
工
学
校
、
実
業
学
校
、
青
年
学
校
、
新
制
高
校
、
商
業
、
工
業
学
校
。

中
学
＝
旧
制
高
等
小
学
校
、
新
制
中
学
。

そ
の
他
＝
陸
士
、
海
兵
等
の
軍
関
係
の
学
校
、
教
習
所
、
訓
練
校
等
。
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